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業国有北致策論

、一一イギリス公共企業体をゆ心として一一

一中村太一和

は じめ に

第一家 南大戦認のお炭業，鉄重複議室

第一節 イギリスにおける集中・集積=r会潔1tJ運動

第二節 1930年以降のお左足業，鉄鍬業

第二銘I

第三三官衣 公企業論批判

結 び、

泣 じめ に

第二次大戦議，イギリス，プランスを中心に茜ヨ{抑ッパにおいて産業開

有化政策が大規模に者なわれた。イギヲスにおいては，石炭，鉄蟻，電力;

フゲスj運輸などが爵有化されたが，議用労働者数の約 9%，投資額では14-

18%を占め，菌有化部門への議中的投資により

られていくことになった。

イギリスの産業調有化については，従来，第二次大戦後の危機深化とりわ

汁植民地支凱体制の弱体化と霞際収支fiLl幾，その克理策としての基幹産業国

有化による いう論理が強調されてきたが，その指擁はlEしいとしても

それだけで泣不十分であろう。大量の悶燈融資による再建ではなく，

という形態での再建が鰐故不可瀧であったかを解明するには，持大戦関にお

るイギリスの蓄積構造，r合理化j運動との関連が間鐙とされねばならなし、

[固有北jを「合理化Jのー震の投開として抵識する視角がその基本をなす
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が，同時に，労働運動，社会主義運動の国有化問題への介入とし、う事実が考

慮されねばならない。これら二つの契機を総合することにより戦後固有化の

総体的評価が可能となるのであり，石炭国有化と鉄鋼国有化を例にとって，

それぞれの契機がし、かなる意義をもっていたかを分析したい。それによって，

石炭固有化がスムーズに遂行されたのに対し，鉄鋼国有化が総独占資本的な

抵抗を受け，私有一一固有一一固有解除とし、う経過をたどったことの意味が

解明されるであろう。

一方，公企業論を経営学的アプローチから展開する論者の中には，イギリ

スの公共企業体を，生産力発展に対応する合・理的，民主的な公企業経営形態

として把握する傾向が強いが，それに対しては戦後固有化の実態を見る中で，

それを独占資本の「合理化j運動の展開として把握する視角から批判的に検

討したし、。以上が本稿の課題である。

第一章両大戦聞の石炭業，鉄鋼業

第一節 イギリスにおける集中・集積=I合理化」運動

付第一次大戦前

イギリスは世界に先がけて産業革命を遂行し， 19世紀初頭以来，機械制生

産による低廉な商品生産を基礎に世界の工業生産，市場を独占的に支配して

きたが， 19世紀中期から漸次その比重を低下させていき，世界工業生産に占

めるイギリスの割合は， 1840年一一45弘 1850年一一39%，1860年一一36%

表 1 世界工業生産に占める主要国の割合 (%) 

!イギリス 1 アメリカ| ドイツ | フランス

1870 32 23 13 

1880 28 28 13 

1890 22 31 14 

1900 18 31 16 

1910 14 35 16 

1913 14 36 16 

Source， J. Kuczynski : Studien zur Geschichte der 

Welt世Jirtschaft，1952， p. 31 
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となった。そして， 1873年より始まった「大不況」を境に，それまでのイギ

リスの「工業独占」の崩壊が急速に進み，ついに1880年代には工業生産高に

おいてアメリカに追い抜かれ， 1910年代にはドイツにも抜かれて世界第三位

に転落することになった。

そこでの主要問題は，石炭，製鉄，繊維，造船などの基幹産業が他国と比

べて国民経済において大きな比重を占め，また石炭，繊維においては第一次

大戦直前まで世界の生産，輸出で支配的地位を確保していながら，産業資本

主義から独占資本主義への移行の基底をなす鉄鋼，機械，化学などの重化学

工業部門において国際的優位性を保持しえなかったところにある。イギリス

はそうした新興産業およびその輸出貿易の開拓において立遅れ， 1"かつての

「産業革命期』にその覇権を獲得した繊維，鉄，石炭といった古い型の基幹

産業への過度の依存傾向を払し、きれなかった」のであり，例えば，輸出にお

ける繊維製品の割合は1860年代末に71.6%を占め， 1900年代初頭においても

53.7%という高さを示している。これは，イギリスにおける独占形成の特徴，

その展開の遅れと密接に結びついた問題であり，特殊対外寄生的な蓄積構造

とからまって，その後のイギリス資本主義の衰退を規定していくことになる。

イギリスにおける独占形成の遅れをもたらした要因としてレヴィ (H.Levy) 

は次の点をあげている。 (1)世界市場を独占するような鉱物資源を持たず，し

かもイギリスの鉱物資源が地域的に集中していなかったため，原料独占が不

可能であったこと， (2)アメリカ， ドイツで独占形成に大きな役割を果たした

運賃の保護的効果が小さかったこと， (3)保護関税による外国との競争からの

遮断がなかったこと。

「鉱物資源の自然、的に狭い限界，初発から固定資本を集積するとし、う鉱山

業に著しい特徴は，比較的に早く，容易に，生産地域における特殊利害の緊

密な独占的結合ないしは半独占的支配を創りだす」が，イギリスにおいては，

ドイツの Reinish-Westphalia， Silesia，アメリカの EastPensylvaniaのよ

うな生産の地域的集中がないため，地域間競争によって「個々の地域におけ

る独占的結合は非常に制限された活動領域を持ちうるにすぎ」ず，1'有効な独
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占的組織は，すべての炭鉱地域が体系的なカノレテノレ， トラストに統合される

時にのみ形成されうるJものであった。例えば1894年の DurhamCoal As 

sociatiO'nは，その価格引上げ、がロンドンの石炭市場で Yorkshire炭との競

争を引起して短期間で崩壊し， Lancashire and CheshireCoal Association 

も同様な運命をたどった。

鉄鉱石についても，rアメーリカのトラスト形成は，一定程度，鉄鉱石鉱床の

非常に地域化された特徴により支えられてきたjが，イギリスにおいてはス

ペイン，スウェーデンからの輸入鉱石が大きな割合を占め，その運賃の低廉

さとあいまって鉄鉱石供給の独占を困難にしており，石炭においても，炭田

一一港湾の平均輸送距離は， Silesia400マイルに対し，イギリスは25""7イノレ

であり，園内輸送費の低廉さが際立つている。

以上の点をふまえつつ，イギリスにおける独占形成を遅らせた基本的要因

として次の点を確認しなければならなし、。 (1)イギリス資本主義の先進的発展

とそれに基づく植民地独占，輸出市場における優位性， (2)前者を基盤として

の金融市場の海外投資への特化。

イギリス資本主義の先進的発展による豊富な資本蓄積は，一方では技術革

新に対応する産業の再編を大きな資本価値喪失をもたらすものとさせたので

あり，他方では植民地市場の独占的支配と結びついて，国内における急速な

技術革新，産業再編成を必ずしも緊急なものとせず，対外的搾取・収奪機構

を通じて十分に列強との国際競争に対抗しうるものとしていたのである。海

外投資においてイギリスの優位は一貫しており，海外へ投下された資本によ

りイギリス製品への需要が高まるとL、う関係において輸出促進の役割を果た

していた。世界工業生産に占める比重においてはアメリカ， ドイツに抜かれ

たとはいえ，世界貿易に占める比重においては依然として支配的地位にあり，

1913年においても， ドイツ一一13%，アlメリカ一一11%，フランス一一 8%

に対し，イギリスは15%を占めている。

第 2v;こ，前者と結びついて，ロンドン金融市場は国際金融の中心地となり，

有利な海外投資にその中心的業務を向け，圏内の商工業金融は狭小な地方市
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表2 t設界貿易に占める立三重要患の割合 C%) 

フランス

1870 

1880 

1890 

1900 

1910 

1913 

Source， J. Kuczyn詰ki: op. cit.， p. 43 
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場にしかその資金欝議源泉を見出しえなかったみいう事情があるo p ンドン

株式取引所における圏内産業譲券の比議は全体の見にすぎず，しかも霞内賎

業の公報市場は P ンドン市場と地方市場に分裂しJ第二流下毅証券Jとして

の規認さそうけていた。このように大量生産方式に対応する資本市場の発展が

患iとされたことは，資金調達における競弱性をもたらすとともに，対外寄生

的支配機織の完成の方向を追求せしめることとなり，r工業独占Jの嬢議議程

は，同時にイギザス資本主義が寄生散を強めていく議程であった。

海外投資収入と爵民所得の関係について見れば， 1880年代初頭において海

外投資収入5000万ポンド，国民所得12鐘ポンドでその比率は 4%であったが，

1903年には 7%となり， 1913-14年にはそれぞれ 2矯ポンド， 22鐘5000万

ポγ ドで10%を占めるに恋った。これは，r資本の所;有と資本の生産への投下

との分離，貨幣資本と産業紫本あるいは生護資本との分離」をど端的に示すも

のであるが，そこにおいて注侵すべき変化はJ海外投資僚議としてのイギヲ

ス術開の議要性の増大Uであり，輸出においても，イギリス属領向け輸出の

全輸出に占めるE割合は， 1870年代初頭の25.69ぎから1890年代には34;1%へと

増大している。かくてJ大不況J期から第一次大戦にかけての時期にJ生産

と生議性の上昇テンポの緩慢化，投資の停滞，工業独占の議接，問機競争の

激化と輸出貿易の閤幾……自由紫易からの離説，保護貿易主義と英帝畿内特

灘関税への援婦を五志向する通商政策上の根本的な転換の開始Jが行なわれて

くることtととなる。
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鉄鋼業についてその対応を見ると， 19世紀後半以後，r製鋼革命」により「鋼

の時代」に入り，その技術的基礎としてベ y セマー法からシーメンズ・マノレ

タシ法へ，更にトマス法が支配的地位を占めるようになったが，それにより，

大量生産方式による生産費切下げとともに，固定資本の巨大化，最低必要資

本規模の拡大を通して独占的結合一一価格カノレテノレの条件が設定されること

になった。しかし，イギリスにおいては圏内の含燐鉱を利用しうる塩基性法

による大量生産は相対的に無視され，造船を中心とする鋼材消費産業との結

合，圧延部門における多種少量生産とし、う対応を行っていったのであり，こ

のような「銑鋼一貫生産体系の形成・大量生産方式の確立を核心とする生産

の集積に十分な基礎をおくことなく，市場要因に依存した競争の縮減という

形態の対応を行ったイギリス鉄鋼業の発展方向」が，その後のイギリス鉄鋼

業の停滞を規定していくことになった。 20世紀に入って価格協定はかなり前

進したが， ドイツのカルテノレに比べ「はるかに有効性を持たず，国際競争に

おいてほとんど重要性を持たなかった」し，r全国民経済を包括するような性

格を欠いていた。……その機能は，産業全体の産出高及び価格水準への包括

的効果ではなく，価格及び財の動きに関する地域的機会を最大にするため地

域的競争を一定にすること」にあった。

。1920年代

第一次大戦中の産業の公的統制及び「超過利j関税 (ExcessProfits Tax)J 

は独占化傾向を促進し，高利潤をあげた企業による企業買収を刺激したが，

このような戦時統制経済の経験，戦後の危機深化を直接的契機として，大戦

中から1924年にかけて一大集中運動が展開されることになった。

この期のカノレテノレ・集中運動は，r最初から少数の大企業が生産を支配して

いるか，新投資及び改良された機械がより大きな経営単位を伴うような産業

の新分野に多く見出される」。その最も重要な例が1926年に 4大トラ九トの合

同により成立したインベリアル化学工業(ICI)である。更に，この期の

集中運動は，基本的にはこれまでの集中運動の一層の展開として把握される

が，同時に，戦後のイギリス資本主義の危機深化を反映して「合理化」運動，
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即ち技術，産業組織の全面にわたる独占資本支配体制の強化政策の内容を強

くもりこまざるをえなかった点が注目されねばならない。

石炭においてはポーランド，鉄鋼においてはベノレギー，フランスが第一次

大戦後急速に進出し，世界市場における競争激化は市場問題を緊迫化させ，

とりわけ輸出依存度の高いイギリス重工業を危機に陥し入れた。

石炭輸出についてみれば， 1913年の7340万トンから1921年には2466万ト γ

に低下しノレール占領による大陸の混乱があった1923年を除き戦前水準を大

表3 石炭，鉄鋼の生産，輸出 (百万ト γ〉

石 炭 鉄 鋼

産 | 輸
生 産

生
鉄|

仕l
銑 ~ri両

1910 264.4 62.0 10.0 6.3 4.6 

1913 287.4 73.4 10.2 7.6 4.9 

1919 229.8 35.2 7.3 7.8 2.2 

1920 229.5 24.9 8.0 9.0 3.2 

1921 163.3 24.6 2.6 3.7 1.7 

1922 249.6 64.1 4.9 5.8 3.4 

1923 276.0 79.4 7.4 8.4 4.3 

1924 267.1 61.6 7.3 8.2 3.8 

1925 243.2 50.8 6.2 7.3 3.7 

Source， B. R. Mitchell: Abstract of British Histo門・calStatistics， 1962， p. 

116， 121， 134， 136-7， 148 

きく下回っている。鉄鋼輸出についても1913年の 497万トンから1921年には

170万トンへ低下し，その後も戦前水準を回復せずに帝国内諸国への依存度

を深めていった。

更に，ロシア革命の影響を受けた戦後の労働運動の昂揚の中で，石炭業に

おいて 7時間労働制，最低賃金制，産業別統一交渉制の前進がかちとられた

が，石炭コストの70%を占める賃金コストの上昇は鉄鋼その他の価格にも影

響を与え，資本家階級にとって許容しえないものであり，その対立は1926年

ゼネストへ発展する。かくて，輸出市場の奪回をめざし，コスト切下げ，生
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-価格競苦手j機講の形成という って新たな集中て集積運動出「合翠

1~J 政策が護霊場することになった。

この期の集中濃裁のt待機としては，第 1に水平的結合ではなく，

合が中心となったこと，そのために関一部門における芭大会楽の形成と

による生産性引土げが十分に行われず， 191&年の UniteoSteelCompani削

Ltd. も 「水平的総合による益三重量の集積を集中的に撒進したものとはL、えな

かったjと務面されている。堂藍的結合の進撲により蕗捺の再嬬は一定程度

進んだが，水平的結合をともなわなかったため生産の集中は罷擦水準よりは

るかに低く， 1926年においてアメ p;ちは 2社で鉄鋼生産の55%， ドイツは 5

社で75第三ど占めるのに対し，イギリスでは上位30社で生産能力の75%'t，ど占め

る状態で、あった。

炭鉱部門では集中の効果は更に低く， 1924年において2481の炭鉱が存在L，

そのうち従業員 500人以下の炭鉱が67%を高めていた。国際的に見て技術的

後進性はおおうべくもなく，1929年における機械抹炭率は，アメリカ一一時.4

%，ノレールー-91.2%， ドイツーー81.8%に対し，イギリスはわずか27;9%

で、あり 1人 1交務当り生産高では，アメヲカー- 4.3トン，ポーランド

1.2トシ，ノレーノレ一一一1.2トて/に対しイギ Pスは工.0トンであった。

表4 炭鉱の規撲別分布 (1924~均三〉

雇用務数

50以下

50~ 499 

50ひ~ 999 

100ひー1499

1500-1999 

200令…2ヰ99

250ひ~2999

3000以上

計

炭鉱数 タぎ

Source， D. L. Burn(ed.) : The Structure of British 
Industry， Vol. L 1958， p.140 
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第 2の特識としては，水平的結合が進展しなかったためカルテんの強化が

阻害されたことがある。 1919年の再建省、 (Ministryof Rεconstruction)の

「トラストに演する報告 (R色portonTrust)Jによれば，鉄鋼業において銑

ι粗鋼に 3，圧諸氏 7，その他のコンどネ…ショシが存在したが，こ

れらの大部分が産関高の規制ね関係しなかったことを権主脅しており，戦後危

機のやで崩壊した。その後三景気回復期に再生したが，海外競争の激化芯より

実費的な締格規昔話は不可能であった。

第一次大戦中から戦後にかけての忍的独点による「合理化j政策，それに

よる密欝競争への対応は十分な成果セあげることなく，かえって企業爽取に

よる資本コストの負担増大令招き，その騒謁住者f議暴露することになった。技

術革新と金頭的規模での生産・{煎格規制機構の磁立とL、う課題は1929-32

年の新たな集中運動にむ継がれることになった。その前提条件をど整備したも

のが1926年ゼネストの敗北による労働運動，社余主義選数の壊滅であり，こ

れにより労議時間は 8時間舗に復帰し，地区議約による坑夫賃金の部下げき

労欝強化が，坑夫組織の分離，炭田間競争を通じて追求されていくことにな

った。このように労働運動を完全に持庄ん賞金コストを切下げるとともに，

産業の再績が国家を組込んで強力に進められることになる。

第二節団30年以降の石炭業，

第一次大戦菌後の集中選雲散は垂直的紡合を中心としたが，それは一時的原

料確保という見地が大きし溺大な負畿会背負って金融的定畿に陥入ったが，

1929-一一32年の集中藤動の特徴としては，勝 1に大企業関の水平的結合が議

したことがあげられる。炭坑多発においては依然として1000以上の会社が存

していたが， 2ダース難の会社が生建設の 1んをど出め， とりわけ薄ウ且…ノレズ

では 7大会設により生産の%が支寵されるようになった。鉄鋼業におい

更に水平部結合が瀧み， 1932年には上位10社が銑鉄生産の47%，鏡生意の60

v第 しては，吋産業資本と銀行資本の結合欝係:の強化があげられる。

社機形態てゆ鋲積量権;が焦付いているなかで大銀打は室長業の再編
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に関係を深めてし、かざるをえず，例えば Barclay銀行は Bolckowへの当座

貸越を拒否することにより Dormanとの合同を促進し，また Vickersは個

人銀行 GlynMillsの主導下に大幅な減資を行い， Armstrong との合同に

は England銀行が積極的に介入した。しかし，r銀行は共通の再建政策に基

づいて行動するのではなく，彼らの『凍結資産』の価格を安定させようとし」

「産業部門における能率ではなく，無政府性を増大させた」といわれる。

表5 主要国の鉄鋼輸出 (百万ト γ〉

|イギリス| ドイツ| フランス | ベルギー

1900 3.5 1.5 0.1 0.5 

1905 3.8 3.3 0.6 0.9 

1910 4.6 4.8 0.4 0.9 

1913 4.9 6.2 0.5 1.5 

1920 3.2 2.6 0.8 0.9 

1925 3.7 3.2 3.9 3.1 

1930 3.1 4.5 4.0 3.9 

Source， T. H. Burnham and G. O. Ho，kins: Iroπand 

Steel in Britain 1870-1930， 1943， p. 30 

鉄鋼輸出においてドイツ，フラ γス，ベルギーのいずれにも追い抜かれ，

金融状態はきわめて劣悪で、あり，表11に見られるように1914年を 100とする

鉄鋼利潤指数は， 1927 = 32， 1932 = 15まで低下した。「鉄鋼業はもはや産業内

部からの自生的な再建を期待できないばかりか，金融インタレストの助力に

よっても，それを達成することは不可能な状態に陥っていた」のであり，そ

の再編・強化のためには「何らかの形態での国家の介入を必要とする段階に

達していたので、ある」。

対外的支配機構の再編として，まず1931年 9月に金本位制が停止され， 1932

年 3月には輸入関税法(lmportDuties Act)が制定され，原料，食料の一

部を除き，イギリス帝国以外の外国商品に対し一律に従価10%の関税が課さ

れ，同時に関税問題について諮問，勧告するため輸入関税諮問委員会(lm-

Port Duties Advisory Committee)が設立された。更に， 1932年8月のオタ

ワ会議において諸自治領との聞に，翌1933年には直轄植民地との聞に特恵関
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税制度を強化じ，スターリング・ブロックの形成を通じでブロック化を強力

に推進し過剰資本の処理をはかつていった。イギリスの輸出に占めるイギリ

ス連邦の比率は， 1931年の43.7%から1938年には49.9%に，輸入に占める割

合は，同期聞に29.4%から40.4%に増大し，特恵を享受する商品の比率も，

連邦諸国への輸出において1929年の35%から1937年には55%へ，連邦諸国か

らの輸入においては同期間に 7%から60%へと大きく増大した。

対外的再編の中心がスターリング・ブロックの形成とすれば，国内的再編

の中心は国家による強制カノレテノレ化の試みであり，r合理化」運動の一層の展

開に対して「計画化」とし、う欺繭的表現が与えられることになった。次に石

炭業，鉄鋼業におけるその実態を見ょう。

石炭業

1930年に労働党政権の手により炭鉱法 (CoalMines Act)が制定されたが，

その中心的課題は， (1)生産割当，最低価格の規制と， (2)炭鉱再編委員会(Co-

al Mines Reorganization Committee)による産業再編であった。しかし，

生産割当については，現実の生産高より高く決定され，地区内部での移譲が

認められたこと，価格規制については，全国的に規制されず、地区間の価格競

争が残ったため十分な効果をあげえなかった。炭鉱再編委員会の活動も炭鉱

資本家団体の大英鉱業協会 (MiningAssociation of Great Britain)及び

イギリス産業連盟 (Federationof British Industries)の反抗により実質的

な行動を不可能とされた。

彼らが価格規制，産業再編成に反抗ないし消極的態度をとった理由は，石

炭業の地位とその特殊寄生的な収奪機構のうちに見出される。石炭業の徹底

的再編，とりわけ強力な石炭販売シンジケートの形成とそれによる価格引上

げは，鉄鋼，化学などの大資本グループにとって安価な原料供給を阻止され

ることを意、味した。他方，大炭鉱資本にとっても価格引上ばによる売上高の

増大は坑夫賃金の上昇をもたらし，特殊な収奪機構を弱体化させるという意

味をもっていた。即ち，坑夫賃金は地方炭田ごとの売上高により決定されて

いたため，炭鉱資本は関連会社へ低価格で石炭を供給して売上高を減らすと
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ともに，持能率炭拡の劣悪な金融状態を賃金引上げ、拒否のために利閉しでい

たので、ある。

表8 機械採綴事運搬の割合 (%) 

1925 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

主菜 郷 運

Source， B. R. Mitchell ;op. cit.， p喪 123
D. L. Burn(ed.) : op機 cit.，p. 117 

搬

14.0(1929) 

30.0 

47.9 

このように1930年炭鉱法による産業再綱は十分な効果をあげることが出来

イギリス石炭業の罷際的劣イ立はそのままに残った。機線操炭率は1925年

の20%から1937年には印.7%へ，機畿運搬率も19却年の14.0克から1937年に

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

4937 

1938 

イギザス

1入1交替当り生産高 〈トン〉

アメリカ

4.3 

4.5 

4.7 

4.6 

4.2 

3.9 

4.0 

4.1 
4;;1 

4.3 

Source， Ministry of Eeul and Power ; Coal Mining: Report of the Technical 
AdむisoryCommittee， 1945， p. 141 
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は47.9%に上昇しているが，これも技術構成の変革さピ示す麗のものではなく，

英夫の低鼠-金と大畿の失業，低い矛Ij潤率の下ですま機械化の誘盟拭小ざかった。

1人 1 り生産高勺見ると， 1938年においてイギヲス一一-1.1トンに対

しルーノレ一一1.5トン，オランダー-1.6トン，ポーランド一一…1.7トン，

アメリカー-4.3トンであり，プランスー-0.8トンがイギ担スより劣るが，

1929一一一38年の絡の上昇率で見れば，イギリス一一10%，ノレ…ノレー~25%，

フランス，オラシダーー-33%であり，イロザヲスの低水準は明らかである。

炭鉱数は1924年の2481から1940年には1741に減少したが， 500人以下の炭

議去の比率法67%で変化しておらず， "!た，イギ予スの平均生産費以上の高コ

スト炭鉱の比率は，産出荷に出める比率で克ると， 1930年の11%から1938年

には249正に増大している。 m42年に，戦時の石炭供給を維持するため戦善寺お

炭特別競税法 (CoalCh註rg邑 Account，1942)が制定されたが，これは実質

的には低コスト炭鉱に縦税し，高コスト炭鉱な補劫するものであり，集中に

よる「合理fじた一層臨iとするものであった。

霊祭sイギリス石炭業の言者指様

1929 

1930 

1931 21き 868 

1932 208 819 

1933 207 7891 13 7 

1934 220 788 

1935 222 769 

1936 

1937 79 15 11 

1938 79 

So江氏噌， B. R. Mitchell : op. cit.， pp. 116-9 
D. L. Burn(ed.) : op. cit.， p. 117 

3 3.0 

2 1.6 

2 2.3 

5 4.4 

6 5.4 

11 10.1 

2 13.7 

4 14.0 

W. W. Haynes: Nationalization ;n Practicc， The British Coal Ind-

uまtr.y，p.28 
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価格，利潤の動きについて見ると， 1936年以降再軍備需要のため石炭価格

は上昇し， 1930年を 100とする卸売価格指数で1937年には 124.9になり， ト

ン当り利潤も 1932年の 2ペンスから1938年には 1シリング 4ペンスに上昇し

ている。しかし生産高について見れば1930年代を通じてほとんど増大せず，

1930年の 2億4390万トンに対し， 1937年には 2億4040万トンであり，戦前最

高の1913年の 2億8740万トンに比べれば石炭生産は大きく減少している。

労働条件について見れば，賃金水準は産業部門 100のうち81番目の最低グ

ノレープに位置し，労働条件の劣悪さを反映して，炭鉱労働者数は1924年の 121

万人から1933年以降には70万人台へ減少し，炭鉱ストによる喪失労働日は全

産業の半分を占めるなど労資関係は極度に緊迫していた。

表 9 争議による喪失労働日 (千日〉

産業 全 体 炭 鉱

1930 4.399 671 

1931 6.983 2.895 

1932 6.488 292 

1933 1.072 455 

1934 959 373 

1935 1.955 1.385 
1936 1.829 969 

1937 3.413 1，501 

1938 1.334 701 

Source. B. R. MitcheJl : op. cit.. p. 72 

かくて，r産業の自然的技術的諸条件の劣悪化および坑夫の窮乏化が，ほと

んど私的には解決される展望をもたないまま，益々社会的政治的解決をせま

られ」ていった。石炭業は両大戦聞において絶対的衰退過程に入っていたの

であり，国民経済に占めるその重要性からして，第 2次大戦後の危機深化に

対して「合理化Jの最高形態、としての「国有化」が現実化する経済的基盤が

完全に成熟していたと結論づけることが出来よう。

鉄鋼業

次に鉄鋼業の実態について見ょう。技術革新の遅れによる国際競争力の低
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表10 イギリスの鉄鋼輸出入 (百万トン〉

輸 出 輪 入

1929 4.38 2.82 
1930 3.16 2.91 
1931 1.98 2.84 
1932 1.88 1.59 
1933 1.92 0.97 
1934 2.25 1.36 
1935 2.37 1.15 
1936 2.23 1.48 
1937 2.60 2.03 

Source， B. R. Mitchell : op. cit，. pp. 143-8 

位に規定され，特殊的には恐慌を契機とする低廉な大陸製品のイギリス市場

へのダンピング輸出により， 1931年にイギリスは史上始めて鉄鋼貿易で入超

を記録するにいたった。国際金融におけるイギリスの地位から自由貿易を支

持してきた金融界の指導者もかような事態を前にして共倒れの危険に直面・し，

ついに1930年 7月の銀行家決議において関税導入を要求しイギリス産業連盟

も支持に回った。 1932年に輸入関税法が成立し，その後輸入関税諮問委員会

の勧告により，粗鋼，半成品一一331/3%'完成品-20%の関税が規定され

た。関税導入については，輸入半成品に依存する中小単純圧延企業の反対が

あったが，重鋼部門の大企業の利害を貫徹して，完成品よりも半成品，粗鋼

に高率の関税が課されたっこれにより，安価な輸入原料に依存する中小単圧

企業の競争上の利益は失われ，独占支配体制の強化の基盤が設定された。

1934年にはイギリス鉄鋼連盟 (BritishIron and Steel Federation)が鉄鋼

業の中央機関として設立され，鉄鋼独占は新たな段階に入った。関税導入問

題において見られたように鉄鋼業内部には大きな利害対立があり，連盟も当

初は大きな権限を持ちえなかったが， 1935年の国際鋼カルテルとの闘争にお

いて高率関税を武器にイギリスに有利な協定を結び，また同年商業部門とし

てイギリス鉄鋼会社 (BritishIron and Steel Corporation)を設立して輸入

原料の共同購入，分配を行い，統制を強化していった。更に，各企業のコス
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トの実態調査を行い，コスト・プラス・利潤という新しい価格決定方式を採

用することにより，実質的に価格決定権を自己の手中に収めた。

このように，保護関税，イギリス鉄鋼連盟の成立により，鉄鋼業における

強固な寡頭支配体制が確立しそれとともに集中が強力に進められていくこ

とになった。 1924年に92を数えた製銑企業は， 1935年には48に減少し，高炉

数も 1924一一37年の聞に 475から 200に減少した。また雇用者の集中率で、見

れば， 1930年において10大会社が労働者の38%，25大会社が66%を集中して

いたが， 1935年にはそれぞれ46%，82%に増大している。利潤の増大を反映

して投資は， 1929-33年の年平均 200万ポンドから1934年一一 490万ポン

ド， 1935年一一 590万ポンド， 1937年一一1300万ポンドに増大し，銑鉄，鋼

とも生産能力は大きく上昇していった。

表11 イギリス鉄鋼業の諸指標

生産(百万ト γ〕 同|価問 (1930=100) 鉄鋼利潤指数

銑 鉄| S凋 (千人〉 全商品 I鉄 鋼 (1914=100) 

1929 7.6 9.6 51 

J.930 6.2 7.3 42 

1931 3.71. 5.2 87.8 92.8 22 

1932 3.5 5.2 82.0 85.6 91.5 15 

1933 4.1 7.0 91.2 85.7 94.3 28 

1934 5.9 8.8 113.1 88.1 98.7 52 

1935 6.4 9.8 115.6 89.0 100.5 67 

1936 7~7 11.8 139.7 94.4 106.6 90 

1937 8.5 13.0 155.3 108.7 129，6 119 

1938 6.7 10.4 138.7 101.4 139.1 125 

Source， B. R. Mitchell : op. cit.， pp. 131-8. 147-8. 
Statistical Abstract for the United Kingdom; No. 83， 1934-1938， 

p. 257， F. B巴nham: Great Br.itain under Protection， 1941， p. 192 

とりわけ， 1930年代後半には再軍備需要により生産は増大しそれと主も

に価格，矛IJ潤も大きく上昇し、た。 1930年を 100とする鉄鋼価格は，..1932年の

91:5から1938年には 139.1になり，全商品、の 101.4を引離sで上昇した。矛IJ

潤についても， 1914年を 100とする鉄鋼利潤指数は， 1932年の15から1938年
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当は 8.8%を記録した。
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ドの株式資本についての利潤は12.9克，

このような成果にも拘らず，隠i祭的rC た技術水準法議依であり， 1930年

における ドイツー一-584トν，ベルヂ{一一一

485トン， アメ Pカーー叩1350トン (1931年〉に対し， イギヲスー一同 354トン

であり，製鋳， 、では， ドイツー-96トン，ベルギー…-98トンに

対しイギリスー-58トンにすぜない。政醇辻額税導入の見返りとして技術，

産業組織の蒋揺による鴎際競争力の強化を義務づけたが，鉄錆連閣による

繍の中心は諮格， 規栽におかれ，過剰j生産能力の間避が至上競題と

された。銑鋼一貫企業主ヲ設立するための小シンジケートの計額が大会社によ

り妨害怒れ，控訴さ佼られた iJarrow選手件Jはその典翠的な例であった。

しかしながら，注3君、ずべきことは，鉄醜業においては，保護関税，イk'!)

Jえ鉄鐸連閣の成立により「世界鉄鋼業におけるもっとも強力で、もっとも安定

した独占支提体鰯jが磯忠し再三容儀需要とあいまって生議，価格，科j乳

投資とも大きく増大じていることであり，罷有生関頭との関連では，技術的

には間階水準より劣りつつも，石炭害警と り独点資本にとって国有化すベ

き経済的根拠は何らなかったということである。こ

現過程に規定的な影響を与え，それを複雑なものにしているが，この点につ

いて しく見ょう。

第ニ次大戦においてイギヲスは海外投資の;4=11議室ポン 、くそのう

ち60%がぶタ -9ング諸国)，対外積務とレての累積ボンド残高は35億ポンド

(そのうち70%がスタ…ワング諸擦〉に逮1..-1:心。対外的支配機構により富際

的技術水準の劣{立を補強してきたイギリス資本主義にとって，これは決定的

り，縫銭的には機外投資殺人の減少と悶際収支窓機として発現した。

陸掠収支を戦前と戦後で比較すれば表12のようになる。イギリスは食料の

半分以上と工業原料の認を輸入し，貿易収支は一貫して赤字であるが，戦前

においてはき海外投資収入，選霊堂，手数料なとによってその赤字合十分埋め

合わ佼てきた。しかし，戦後においては海外投緊収入は戦前の半分以下に減
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表12 イギリスの国際収支 (百万ポγ ド〉

1938 1946 

支 払

輸 入

政府海外支出 16 
戸ぷt 取

輸 出 533 
利子，利潤，配当ホ 175 

差引赤字 -70 

*純受取額

Source， Annual Abstract of Statisti・csNo. 85， 

1937-1947. p. 250 

1，092 
291 

890 
75 

-370 

少し，代って政府海外支出が大きく増大して国際収支赤字の原因となってい

るが，その中心はアフリカの新興国に対する軍事・経済援助であり，戦後の

民族解放運動の昂揚に対する抑圧によりもたらされたものである。スターリ

ング・ブロ y クの維持のためには，国際収支の制約をおしでも援助を拡大せ

ざるをえなかったのであるが，商船隊の崩壊による海運収入の低下とともに，

国際収支を危機に陥し入れることになった。

この危機を乗切るため，一方ではアメリカの援助，資本導入により自国の

海外投資を支えつつ植民地支配を維持し，他方では圏内産業の再編による輸

出拡大が急務とされ，r輸出か死か」のスローガンの下に，消費物資の輸入を

制限しつつ輸出拡大がはかられた。しかし，かつて輸出の中心をなした繊維

は後進国の工業化の進展により大きな拡大は車めず，戦後においては，機械，

自動車，航空機を中心に輸出拡大がはかられることになったが，そのために

は石炭，輸送，電力などの基幹部門の衰退，技術的後進性は致命的であり，

国家資金の大量投入による「合理化J，r近代化」が緊急に要請されることに

なる。私的独占による再建は1930年代の経験からしでも望みえず，r合理イU

の最高形態として「固有化」が独占資本全体の利害において要請されるに至

ったわけで、ある。
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義運動の「国有イ七」問題への介入も無視されえない。戦時中に労働組合会議(Trade

Union Congress)の組合員数が大幅に増大したのみならず， 1945年には，炭鉱労

働者において「独立した地方組合の連合体」から単一の全国炭鉱労働組合 (Nat-

ional Union of Miners)への再編が行われ，また鉄道の 3つの労働組合が， 1943 

年に統一行動のための共同闘争委員会を結成するなどの組織の再編が進展すると

ともに，他方では， 1941年 9月に反ファシズム連合戦線の一翼として英ソ労働組

合委員会 (Anglo-SovietTrade Union Committee)が設立され， Black Circular 

(=共産主義者の組合役員追放〕が廃止されたことなどは下部労働者の政治意識の

変化を反映するものであった。 G.W. Rossは，戦争の影響について，r戦争は他

の広範な領域に関して大きな影響を与えた。友情，協同，使命についての国民感

情，戦時の強制的集産主義は.r戦時急進主義 warradicalismjとたくみに呼ばれ

た知的な社会的風土を創り出したj(G. W. Ro田 The Nationalization of 

Steel， 1965， p. 26)と述べているが，このような情勢を背景に， TUCは1944

年のブラックプーノレ大会において「戦後再建に関する中間報告(InterimReport 

on Post-War Reconstruction)jを作成し，戦後再建への労働組合の参加と主要産

業の国有化を決議した。また， 1945年の労働党政策鋼領「未来に直面しよう (Let

Us Face the Future)jにおいて，国有化すべき産業のリストに鉄鋼業が含まれ

ていたが，これは H. Morrison らの右派の反対を押し切って挿入されたもので

あることが注目される。

労働者階級は，戦争遂行という名目で大きな犠牲を強いられてきたが，戦時中

の勢力拡大を基盤に，戦後において労働運動が大きく昂揚することが予想され，

それに対し支配階萩は，労働党の「社会主義j=社会福祉・プラス・部分的国有

化により労働者階級の要求を形式的に取りあげつつ危機克服を図ろうとしたので

あった。こうして見ると，戦後のイギリス産業国有化は，独占資本の論理を貫徹

させつつも，労働者階級への一定程度の譲歩としても評価されうるのであり，あ

る論者の表現をかりれば，r国民の精神的協力をかちえる上において，国有化は甚

大な役割を演じたものということができる。なぜなら，国有化は理論上，私的利

潤を排除し，労働と資本との対立の根源を切断するものだからである。戦後の混

乱と荒廃の時代に，動力，運輸，その他の急所産業が国有化されたことは，国民

経済の原動力の麻痔を防止する上に絶大な効果があったということができる。国

有化の効果を精療に測定することは，むしろ今後の問題であって，終戦直後の効

果としては，勤労階級の精神的協力を曲りなりにもかちえた点に求められるべき

であろうj(阿部源一 r社会化発展史論』同文館， 1954年， 383頁〉ということ

になる。

しかし，入江節次郎氏が，このような社会的=政治的契機を重視して次のよう

に述べられるのは問題であろう。即ち，rしかし，このような経済的な基縫(国際
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収支危機と基幹産業の類廃ー←引用者〉のみで，直ちに戦後イギリスの産業固有

化は必然性をもつに到ったのであろうか。否/何故かといえば，このような状態

のもとにおける国家の干渉と国家資金への依存は，敢えて国有化を侯たずとも，

戦後の日本がいわゆる経済再建策として遂行したような，基礎産業に対する重点

融資……によっても，十二分にその目的を達成し得た筈だからである」として，

社会的政治的契機を「戦後イギリス産業国有化必然性の基本的契機と敢て称する

所以」を述べている(入江節次郎 r戦後英国産業国有化の分析視角一ーその 1

一一J，同志社大『経済学論叢」第5巻第4号， 49頁， 52頁〉。また，阿部源一氏も，

「今や炭鉱労働組合はイギリス労働組合の代表的なものの一つであって，政治と

経済とを左右する実力を獲得した。実に，この労働階級の成熟こそ，炭鉱国有化

を推進した最大の要因であるとみなければならぬ」とされる(阿部源ー:前掲，

303頁〉。

国有化に対する労働運動の介入を評価されることは正しいとしても，それを「基

本的契機J，r最大の要因Jと見なすことは無理で、あろう。戦後イギリスの国有化

が「資本主義的国有化」として遂行され，基幹産業の「合理化」による独占資本

の蓄積補強の役割を果たした以上，社会的，政治的契機を過大に詐イ面することは

出来ない。入江氏が「重点融資」によっても再建が可能であったと主張される点

については，基本的には，イギリス資本主義の特殊対外寄生的な蓄積構造が，そ

れ故に第二次大戦後の危機深化の中で急速な再建を要請し，r国有化」とL、う最も

ラディカノレな「合理化」形態を不可避ならしめた点が追求されるべきで、あろう。

社会的，政治的契機は，そのような経済的契機に規定された中での，重要だが副

次的な契機として評価されるべきである。

第二章 第二次大戦後の産業国有化政策

第一節 国有化産業の実態と役割

1945年の総選挙において，労働党は 640議席中 393議席を獲得し，英国史

上始めて労働党の絶対多数をもって第三次労働党内閣が成立した。労働党は

その公約である産業国有化政策の実行に着手したが，戦後国有化された産業

とその日付は以下のとおりである。

1946， 2， 14，イングランド銀行法 (TheBank of England Actう

1946， 7， .12，炭鉱業国有化法案 (TheCoal Industry Nationalization 

Act) 
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1946， 8， 1， l'宅間航控法 (CivilAviation Act) 

1946， 11， 16，海外適償法 (TheCable and Wirξless Act) 

1947， 8， 6，葉稔法〈寸heTransport Act) 

1947， 8， 13，議力法 (TheElectricityAct) 

1948， 7， 30，ブfス法くすh恐 GasAct) 

1949， 11， 24，欽鏑法 (Thelroれ andSteel Act) 

ものは以上であるが，その他として海外食料公社 (Overseas Food 

Corporation) ，植民地爵発公社 (ColonialDevelopment Corporation)，燦綿

委員会 (RawCotton Gommission)が設立された。

戦後顕宥化企業の級営管理形態としては，公共企業体 (PublicCorporati-

on)が採用怒れ，大部分戦前の公共企業体の総識形態が引継がれているが，

いくつかの しい特徴をもっている。全国石炭庁 CNationalCoal Boa-

rd) を鍔に具体的に見ると，最高管理機撰として理事会があり，議長と 8名

の理率で構成されるが，彼らは炭鉱業撞有化法第a条によれば「産業，

または金融上の諸業務，応用科学，公務ないし労働者総識に関する広範な続

検を有し，かつそれらの問題についてすぐれた能力を示したもので，十分な

資格があると警官、められる殺の中から動力大霞によって任命されるjの勺あり，

特定の科益集閉会代表するものではなし、。労働組合役員が任命された時は，

設は組合を離れねばならず，総合代表として任命されるのではないc

は利益代表制を排して経営者職能主義をとり，経営の合理化をはかるととも

に，管理的経営だけでなく執行的経営をもあわぜ行なう権限をもっている。

この点は戦後のブラシスにおける関有住産業の管理形態と大きく異っている。

金問お炭庁の下部機構として，全雲司令 9つの地方にわけ，それぞれに地方

石炭庁(DivisionalBoard)をおき，その下に誌の地区 (Area)をわけで地

誌総支配人 (Gen君主a1Manager)をおく。中央からの指令はまっすぐ、縦に流

れる機能的・中央集権的構成をとっている。

労働者との関係では，後金，労働条件などは瑳事会と労働総合の団体交渉

により決定されるとともにJ藤用者の安全，健康，襖祉の開題jな
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と雇用者の「共通利害関係事項」については合同協議 CJointConsultation) 

を行うことになっている。消費者の利害を守るものとして，中央には産業用

石炭消費者評議会(IndustrialConsumers' Council) と家庭用石炭消費者評

議会 (DomesticCoal Consumers' Council)があり，地方にもそれぞれの

地方評議会がある。

燃料動力大臣との関係については，大臣は国家的利益に影響があると考え

る問題について「一般的性格の指令 (directionof a general character) Jを

発することが出来るが，これは戦前の公共企業体にはなかったものであり，

大臣による統制権が強化された一例と評価されている。大臣はその他に理事

の任免，年次報告書や会計明細書の提出を求める権限を持っている。

財務管理の面では，公社は「良い年と悪い年を平均して(onan average of 

good and bad years)J収支が数年間に均衡するよう義務づけられており，収

入て、償われるべき支出項目には通常の蛍業費のみならず，利子，一般積立金

への繰入れ額，減価償却費，資本償還準備金などが含まれている。準備金に

ついては石炭庁の目的以外に使用することは出来ず，大臣の指令があった時

にはそれに従わなければならなし、。

このように，戦前の公共企業体と比較した場合，r一般的性格の指令」や準

備金に対する大臣の指令など，形式的に見れば大臣の統制が強化された点が

注目されるが，r一般的性格の指令」もほとんど行使されず，実質的な経営は

公共企業体の「自主性Jにまかされている。その他の国有化車業の場合には，

全国石炭庁と比べて中央集権的色彩が弱められ，地方分権化が強められてい

るが基本的には同じである。

以上固有産業の組織形態を見てきたが，戦後固有化が現実にいかなる役割

を果たしたかが次の問題となる。それが，イギリス資本主義の構造的危機に

規定されJ合理化」の最高形態として独占資本により要請されたものである

以上，独占支配体制の再編，強化に利用されることになったが，以下その具

体的発現として固有産業の補償，管理機構，賃金，価格，利潤，投資を見た

上で総体的評価を与えよう。



150 (824) 経済学研究第24巻 第3号

(1) 補償

補償額を決定する基準としては，石炭業の場合には1939年 6月における石

炭業の定期的算定成績を基準に「炭業価値 (Coal Industry Value)J即ち石

炭業における利用価値を決定し，それに含まれないものを「補助価値(Value

for Subsidiary Purposes)Jとして算定することにより補償額が決定された〉。

電力，鉄道などの場合には，一定期間における株式価格を基準として評価が

行われたが，例えば鉄道及び運河の場合には， 1946年11月の株式価格の平均

または1945年総選挙前の半年間の最高価格が基準とされた。イングランド銀

行の場合には， 1945年 3月31日までの20年間にイングランド銀行株式に支払

われた年平均配当額に等しい利子を保障するような額が支払われることにな

ったが， 20年間の平均配当率は 1割 2分に対し，補償公債は 3分利付である

から， 1453万ポンドの株式資本に対し， 5821万2千ポンドの補償が行われた。

各産業における補償額は次のとおりである。

イングランド銀行一一5821万2千ポンド

運輸一一12億1700万ポンド

電力一一 5億4000 タ

石炭一一 3億8800 タ(炭業価値は 1億6466万ポンド〉

ガスー一一 2 億~6500 タ

鉄鋼一一 2億4400 タ

石炭の;場合には，補償は政府公債により行われたが， 1945年 7月以降の資

本支出や，補償に対する利子支払の代りとして移転後2年間の収益支払など

は現金で行われ(1955年までに5000万ポンド)，補償に不満な場合の異議申し

立て機構を用意.するなど旧所有者に対する優偶措置をとった。

石炭業以外については，政府公債ではなくそれぞれの公社が発行する公社

債券により補償が行われたが，そのために発行された特別固有化補償公債は

21億5100万ポンドの巨額にのぼり，これに対する利子支払はそれぞれの産業

の収益からなされることが義務づけられており，固有産業の赤字の大きな原

因となっている。陳腐化した設備に対し高額の補償を支払った石炭業，鉄道
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業の場合，利子支払はとりわけ大きな負担になっており，例えば運輸委員会

(Bri tish Transport Commission)は1953年において34万 1千台の陳腐化し

て使用不能の貨車を背負いこまされていたといわれる。

戦後固有化に肯定的評価を与える関嘉彦氏も「株式価格が騰貴している時

の株式の市場価格を基準として」補償額が決定されたと述べているように，

完全補償を通りこして過剰補償が行われたが，これにより石炭，鉄道という

衰退産業の旧所有者は，半ぽ破産した産業に対し巨額の補償金を受取り，よ

り有利な投資領域に進出していっており，例えば炭鉱資本はその補償金によ

り強力な投資トラストとなり金融力を強化していっている。また，鉄鋼独占

にとっては，その所有する炭鉱資産に対する補償 (3500万ポンド〉及び関連

炭鉱会社への補償金が，戦後の鉄鋼近代化投資の重要な資金源泉となった。

旧所有者にとっては，国有化により所得の形態が配当から利子に変わった

だけであり，完全補償を結節として依然として労働者から剰余価値を搾取し

ている正|日炭鉱主の資本家たちに1200万ポンド(補償公債に対する年間利子

一一引用者)を支払うということは，炭鉱労働者1人 1人が，u固有化』にも

かかわらず・・・…し、までも 1年のうち 1カ月はまるまる旧炭鉱主のために労働

しているということを意味している」。労働党指導部は，国有化により所得の

平等化を達成するというが，現実には金利生活者への「優先支払」により分

配の不平等を拡張しており，この金利生活者層への分配の増大の中に，r固有

化が寄生虫的生活に新たな寿命を与えている」事実が端的に示されている。

(2) 管理機構，賃金

既に見たように，固有化産業の理事会メンバーは産業，金融，労働などの

問題について能力と経験をもつものから選ばれるが，労働党， TUC指導部

は労働者の経営参加という理念をみずから放棄することにより，国有化産業

の経営を独占資本代表の手に渡すことになった。理事会には労働組合出身者

もいるが，数的に少ないだけでなく，労組代表として任命されたものではな

い。更に問題なのは，彼らは一般に理事会で労務管理を担当し，労働者の要

求を抑える役割を果たしていることである。
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表13 自身郊の会社煙率 (1958)

総 数 272 
辺ノ、五t 社 3震 役 106 

t:E 事室 員

官 交

労室長，協組，労働党

経 営 者

地 主

大学，線大奉仕節

SourむeUniversities and Left Review; 3rd issue， winter， 
1958， p. 45 

5 

15 

47 

71 

き

19 

理事会メンパーを;箆ると， 272名の理事のうち， 177名が経営者，会社重

役で占められ，労組，協組，労働党は47名にすぎない。 1949年における

石炭庁の理事会メンバーを見ると，議長はLordViscount Hyndley (石炭会

社 PowellDuffryn取締役)，その銭fCSir Geoffrey H♀yworth (U nilever 

会頭)， Sir Godfrey Mitchell (機械会社 GeorgeWimpey会額)， J. H. 

Hambro (Hambros Bank 議役〉など会社説役，官僚が大部分を占めてい

る。

労使合同協議会について G.D. H. Coleは，経営参加に代るものとして

積桜的に評{面するが，それは執行的性携のものではなく，単なる諮問的役識

をご果たすにすぎない。しかも，現実の機能を見ればs それが敢抜う問題は安

全，語祉などに繰られ，単なる協議機関であるため，労働殺の意見を無視し

でも行動でをるものである以上，緩極的苦手揺は閉鎖である。イギロス毘有化

産業における労働摸係の実態調査を誇った S.D. Speroは合同場議につい

て次のように報告している。「いくつかの産築の労働組合が，協議について述

べている最も護大な批判の一つは，協議は，協議というよりもむしろ単なる

通知の手統きにすぎないものとなることが多い，ということである。従業員

誕のスポークスマンは，政策形成の初期の段階で効果的な協議がおこなわれ

なければならない，というゆ立てをfiiJ臨もおこなっているー絞らは，管理者

側!の協議機関の利用がおそきにすぎ，管理者錦の考えがすでに具体化いそ
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の考えを変えさせることの器難な政策をど峰示することが極めて多い，という

不平を述べているふ

消費者の鰐得を守る機構として補整者評議会が設けられており，例!えば，

巌業用石炭消費者評議会は，石炭庁代表，産業用石炭消殺者代表，石炭販売

より鱗成されs 家庭用石炭滋費者評議会は，石炭庁代表，家康潟

石炭消費者代表，お炭販売業務代表により構成されているのその機能は，

費者からの陳情を受理して報告惑を大臣に接出し，大院からの議持率項を討

して大国に報告することにあるが，その構成員は上に見るように私的産業

及び石炭殻究会社代表が多数を占め，一般消費者の科書が反映されることは

ほとんどないといわれる。

この点はマノレタス主義者の H.Faganだけでなく，告白主義的立場の k

Ke¥f-Cohenも戦後の康有化が消費者の科替を犠牲にしてきたとしてJ巨大

な法的独占体の持来の決定者は消費者であるということが，国有化が学びう

る賞受も重要な教訓であるjと述べてし、る。

このように，悶有産業の管理機構においては，独占資本代表による

百三=経!営者職能主義が行われ，労働者，消費者の利容を守る役割念持つとい

われる合間協議会，j消肉費者者‘言評手議妥余斜誌対tは主討叩{向可ら実f畿変的な櫛i良支怜を持た

いうような，公社にお汁る「民主化原産jなるものは実紫約には存夜しない

といわねばならない。

次じ賃金，労働条件について見ょう。国布化以後，坑夫の賃金は大きくよ

昇L，産業の中で故高ランクに佼援するようになった。しかし，坑夫賃金の

改善は国有化そのものによりもたらされたものというより，戦後のNU誌の

強化，労働力不足によるお炭危機によりもたらされたもので、あり，しかもそ

の中には大きな繋金格畿をど内包してし、た。 1951年には大量の験場離脱と石炭

危機を背景に大i憾な賃金引上げが行われたが，その後上昇は行詰り， 1958年

以後の「品ネノレギ による石炭斜隣誌とともに合理化，低賛金政策が

強化されてL、った。表14によれば， 1952-59年のj民入増加率は坑夫…-33

%で，全産業平均一一51.5%よりかなり{尽くなっている。
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表14 男 子賃金 (1952.10~1959. 10) 

1収入増加率(%)I 産業収入指数

紙， ~p 席目 64 119 

車 1覇 58 112 

化 寸A出ニー 56 101 

全 産 業 51.5 100 

電 気 50 95 

ガ ス 43 91 

電車，パス 50 90 

石 炭 33 122 

Source， ]. Hughes : op. cit.， p. 16 

運輸，ガス，電力では，絶対額，収入増加率とも産業平均より低く，収入

指数は，全産業=100として，電気=95，ガス =91，電車，パス=90であり，

収入増加率でも産業平均=51.5%より低くなっている。

y 国有化当初は，固有化に対する期待から労働争議による喪失石炭トン数は

低かったが，その後増大し， 1947年には 164万トン， 1949年には 126万トン

と，私有不におけるそれより大きい数字を示している。欠勤率は非常に大き

な数字を示し，争議件数は産業全体の半分以上を占めている。これは，固有

|全江口業(??1?ト

1945 2，293 1，319 956 

1946 2，205 1，339 770 

1947 1，721 1，066 1，644 

1948 1，759 1，125 900 

1949 1，426 879 1，266 

1950 1，339 861 852 

1951 1，719 1，067 803 

1952 1， 714 1，226 1，363 

欠勤率

(%) 

16.3 

16.0 

12.4 

11.7 

12.3 

12.0 

12.2 

12.1 

Source， Annual Abstract 01 Statistics， No. 88. 
1938-1950. p. 129， No. 97. 1960. p. 128. 
Ministry of Feul and Power : Statistical Digest， 

1952， p. 28 
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化に対ずる労働者の期待が知滅に終ったことを示しており，労働条件の悪さ

を間捺的に示すものであるJ労働党が F労働者自身の政府jとして政権を担

当していた間，罷有産業の従業員州制した形跡はまったくみられなかったい

H. A. Cleggが「補1寛利子を支払い，r数年安通じてJ収支を償うよう義務

づけられ， しかも低儲格政策に従うよう婆殺されるかぎり，国有部門が〈労

賃その他の労働関係諸詫題で〉私企業より優位に立つことはなかなか出米な

いJと述べ，また H.Gait話kellが「国有化のg訴は，社会の他の部分の利

関係なしに当該産業労働者の直接的利益宅どもたらすことであるという考

え方誌捨て去るべきである」と述べる時，独占資本にとっての，対労勤者に

おける閤有先の意味が明白になるJ社会の他の部分Jとの利害対立において

罷有議業労働者の賛金を論ずることにより賃金引上げを拒否しJ公共性Jの

名の?に労!働者の闘争を抑鎖せん之ずるものであり，それに対して労働組合

指導部は，去を金持制政策に協力する代りに交渉，決定をや央に集中すること

により白日の権限強{七三どはかり， 1960年fむこ入ってからは所得政策の導入に

積極的に協力していった。このような指導部に対する下部労{勤務の反発が，

非公認ストの瀕発，中央交渉とは到の験場交渉による堂上げの獲得であり，

レベルで、の賃金抑制に炭坑での抑制はついていかなかったふ

(3) 価格，科j見投資

器有産業の{商格政策については，数年認を志子均してij叉支を均衡ぢせるとい

う{収支議合原則jが義務づけられており，公共企業体の「非営科性Jr公共

生jとして低価格政策の支柱となっている。例えば，炭鉱間有化法において

はJ良い年と態い年を平均して数年間のうちに収支が賞うように経営する」

ょう規定されている。これはJ長期的損失を遊けうる限度内で低踊務放策が

行なわれ，この低揺格政策の制約舟で労働能率な向上せしめることにより公

共企業体の資本蓄積な挺進;ずることを蕊味しているが，現実は独占資本

の低{信i格婆求により，赤字補撲のための側格引上げ、さえ政府により拒谷され，

な赤字の原踏となってし、る。鈎えば，全毘石炭庁は需饗カ、ゆい時に石炭

輸出を科]銅jされ利j関形成合箆止されただけでなく，逆に商(問iな外罷石炭を輪
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入L，低締絡で圏内産業に提換することにより， 1956年交でに6000万ポンド

の誤失をこうむり， 1947年・には政府の錆格号i上ザ拒否により累積赤字の解消

を不可能とされた。

誌の場合，赤字が大きいのは1947年と1955年であるが， 1947年にはトン

当り全コストー-41シザング 3 ベγスに対しトン当り~又入一一~40シジング 3

ベγスであり， トン当りシ 19ングの損失なもってお読が甑売されていたの
80) 

り， 1955年の場合には輸入石炭による張失が原国となっている。

G. C. All舶によれば， 1951年の石炭生産z惟1200万トンのうち， 100万

トシは40ジヲングの， 700芳子ンは24シリングの， 1200万トンは20シジング

の誤失念もつで販究されていたとわいれ，また，〆…ラム炭鉱の高性能コ

クス炭は一葉して損失な出しながら鉄鋸業に販売されており，このような石

炭の低額格併給は，鉄識の低錨格と鋼材消芸者態楽における輸出拡大に大きな

投観念果たしてきた。 1930口 100とする石炭錨格は， 1946年一一 198.1から

1953年一一~319.7へ121.6上外しているが，間期捕に全商品平均では 150.7 の

上昇であり，園内的に低かっただけで、なく，罷際よと較においても， 1950年前

後においてイギザスの石炭価格は滋 -pヅバで最も低く， 1955年においても

それは薙持されている。電力の場合には上弁率は更をこ低く， 1948-59年の

罷に驚力錨格はわずかに34%上昇しただ汁で、あった。

価格政策においては，低価格供給とともに差別鯨絡が荷額になるが，

ば， 1950年における単佼当り議力髄格は，家庭用ー… 1.352ペンスに対し，

1950 

1953 

1956 

0.948ペンスであり，ブfスにおいてもサーム当り平均絞入は家臨

者疑問需要別コゲス駁宛 j収入
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周一一一14.8ペンス，産業用一一9.51ペンスとなっている。差iJU緬格は，

的独占を器礎とした独占髄格の…移譲Jでる仏産業には低髄格で供拾しつ

一般消費者の犠牲マ公共企業体の利潤を確保し資本籍積を進めるメカニ

ズムである。

中村ロ産業関;有化政策論

ィ)，

「合理化Jによる搾取強先と差足首騒格による一般消費者からの収奪とにより，

私的独点への低錨格供給すと?護保することが公共企業体の筒格政戴の基本をな

すが，それと同時に低価格一一一低利濯を口実に労働者の愛金製求を効果的に

持鎖する機能をも果たしていることが注意されねばならない。全国境失組合

は，炭価の適正な市場偲格水準への引上げ、を要求しているが， これに対し政

る科髄に対ttずる坑夫の賞金事i上

も確器している。

府が拒夜する一つの大きな理街は，

この点については Ridleyげ要求にあったので‘あり，

出したことを理由に，爵有イじの非能率，失敗さピいうが，これは利子，

役員報鱗，減{商鍛宏容など、を支払った後の数字をあげての非難であり，現実に

は欝有産業はかなりの利i簡をどあぜている。

の聞に 1億2500万ポγ ドの営業;fIJ援をあげており，赤字の原誠は 1

おいては， 1947-53年

次に問者1化産業の科、持について見ょう。間有化の反対者は，

きな

900万

ポシドにのぼる斜子支払である。間有産業全体の総科繍と科子は表18のとお

りであり，総利潤の40-50克が利子支払にあてられている O 思有の下での

来IJ二子支払と私有下の利鞘令比較してみると， 1927一一ぬ38年擦の炭鉱;fUl関は総

額4790万ポンドであるのに対し， 1947一一一部年間の罷有下における1尚子支払

はZ鐙2160万ポンドであり，その鴎における賞幣価様変動を考慮しでも走大

〈百万ポンド〉

Source， National CQal Board: Report .and Account for 1955. p. 2 

益損総。〉業主え者五表17

滋
出
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終
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表18 公社の総利潤と利 子 (百万ポンド)

1叩 I1950 I 1951 I 1952 I 1953 

A.総利潤 115 154 194 272 316 345 306 

B.利子 58 86 91 106 118 134 148 162 

B/A (%) 50 56 47 41 43 42 43 53 

Source， Annual Abstract of Statistics， 1957. p. 252， 254より作成

な額であった。

このように，低価格政策と利子支払により国有企業の利潤率は極めて低か

ったが，大規模な投資により生産性は大きく上昇し，戦後イギリス経済再建

の拠点としての役割を果たした。製造業の総固定投資に占める国有産業の比

率は50一一60%を占め， 1954年以降戦後復興の終了とともにその比重を低下

させていくが，依然として高い水準を維持している。

表19 イギリスにおける総固定投資 (百万ポンド〉

全製造業(A) I固有化産業(B)I B/A ∞ 
1948 350 186 53.4 

1949 399 221 55.4 

1950 467 241 51.6 

1951 542 261 48.2 

1952 583 285 48.9 

1953 581 336 57目8

1954 609 400 65.7 

1955 723 452 62.5 

1956 864 470 54.4 

Source， National Income and Extenditure， 1958. 
Table， 60 

石炭業においては，炭鉱資本の技術問題の放置と戦後の石炭危機により，

1950年まで長期的組織化にはほとんど手が回らず，小規模な短期計画による

現存生産能力の維持が全投資の%を占めていた。 1950年以降，長期計画が本

格的に始まったが，その成果はすぐには現われず，既存設備の効率的利用の

限界と労働力不足のため， 1953年， 1955年には前年生産高を下回った。しか
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し全般的には，労働力の傾向的減少にも拘らず生産高は漸次増大し， 1957 

年には1646年に比べて23%の生産増加となっている。それとともに生産性も

大きく上昇し 1人 1交替当り生産高について見れば，戦前の最高は1936年

の1.18トンであり正その後1941年一一1.07，1944年一一1.00と低下していた

が， 1958年には1.26トンで1946年に対し22%の上昇を示している。採掘労働

者で見れば， 1946年一一2.76トンに対し， 1958年一一3.52トシで28%の上昇

である。

表20 国有化後のイギリス石 炭業

労働者数 当1人り生1交産替高 機 械化率(%)

(百万トソ) (千人〉 (トン〉 採 搬

1920 1，227 0.72 13.2 14.0(1929) 

1933 207.0 772 1. 12 42.4 30.0 

1947 196.8 711 1.07 

1948 208.5 724 1. 10 

1949 215.1 720 1. 16 77.5 82.0 

1950 216.3 697 1.19 

1951 222.3 699 1.21 

1952 224.8 716 1. 19 

1953 223.5 713 1.22 82.3 88.2 

1954 223.6 707 1.23 

1955 221.6 704 1.22 86.0 91.4 

1956 222.0 703 1.23 

1957 223.6 710 1. 23 

215.8 699 1.26 

Source， D. L. Burn(ed.) : The Structure of British Industry， Vol. I， p. 117. 

R. Kelf-Cohen : N ationalization in B円・tain.p. 49. W. A. Robson: 

N ationalized 1 ndustry and Public 0叩 nership.pp. 438-9 

このような生産性の上昇は，採炭，運搬の機械化，動力機関の合理化による

ものであり，機械化率を見ると. 1949年において採炭一一77.5%，運搬一一

82.0%に対し， 1955年にはそれぞれ86.0%. 91.4%に増大している。このよ

うな生産性上昇により，労賃の上昇にも拘らず， トン当り労賃コストの全コ

ストに占める比率は， 1947年の67.5%から1956年には60.4まで低下しており，
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この基礎上にはじめて石炭の低鵠格政策が可能とされたといってよいであろ

う。-

、ては多公共企業体のうお畿大の投資が行われ， 1954年には年間

2僚ボンド，エ業部門投資の19%を占めている。諮有fむの最初の10年間に主主

患は 124%増大し 1人当り

可能とされた農村電先な進め，

の点でも科潜の点でも成果をあげている。

{習になった。私企業の下では不

も持らず収益をあげ，能率

投資財源については， 1956年までは石炭ITを除いて債券発行による

中心であり， 1950年 一-50%，1955年一吋53%である。同年に未配分所得

〈議砲撃部，内部留保〉はそれぞれ36%，26克，中央政府借入が 9%， 20%で・

った。この政府保経質は，まず政府関係機関がその大都分を引受け，後に

じて市中に売却するが，政府はこの引受けのための資金を大

発行によってまかなわなければならず，闘の公僕主菜作に!E~自宅ピ加

えることになった。このため， 1956年以降は債券発行から国庫融資にそのや

心が移され， 1956年には質券発行一一一4%，米翠分所得一一38%，や央政府

借入一一53%となった。

表21 公役の磁定資本形成と資金鍔逮 〈百万ポγ ド〉

中央政府‘
統券発行

1tJt 入

1947 41 15 

1948 63 109 

1949 16 73 

1950 2き 163 
1951 359 143 61 135 
1952 409 143! 73 228 

1953 481 174 38 219 

1954 522 208 100 205 

1955 562 180 142 367 

1956 590 190 267 21 

Source. N ational 1ァzcomeand Expenditure， 1953， 1.957 
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国庫融資制度は当初2年間の枠で、費出可能額 7蟻ポンドに線窓されていた

が，そり後制度の犠久化と貸出枠の拡大が行われ，それにとも沿って「爵線

下 below th在、lineJ支出における国宥産業への融資が急速に拡大し，その

70-80%を占めるにいたったJ醤線下」支出の財源は「隈線上Jの望者j余，

~ 即ち貌税収入の童書j余・プラス・公使発行であり.;ぞれが公債累積と借換え政

---，-，.....事長与より行諮っている段階で、は，公社の投資財源は大きな制約念受けざるを

えなし長弘前穂役時護制位三二?の本米的協からして低価格政策械

しえない以上，財源磯保の手段は「品在ヨ准郎輔の強北坊主空三一一

蓄積確保という方舟に向かわざるをえなL、。この意味で， 1961年の f間有産

業の財政的及び経済的義務〈すheFinancial and Economic Oblig剖 ionsof 

the NatiQnalizedlndustries)Jとし、う おいて， 了営利性」

が重視され，一般的に，譲価{償却後に資躍の 6- 8 %の収益率が目標とし

て設定され，ー笈た「数年を平均して」収支合運合させる義務はJら年以内に

損失な補選jしなければならないとされたことは討に龍ずるの

(4) 小

第二次大戦後イギリスにおいて賠有イじされた産業は，布炭，電力，ガス，

運輸，鉄鏑であるが，電力，ガスは集中的・能率的供給を必要とする「公益

jとして成;立当初から鋭意uを受け，第2次大戦前にかなりの部分が公有

下にあ q たものであり，その生産拡大は艇として，思有イじにより根本的変革

を受けたものとはいえなし、。石炭，運輸については，持大戦闘に渡退，腐朽

し，r再建と機域化の進展のためにはきわめて大規模な支出計醤が必要で

あり，このための資金翼連は皇室家によってのみ達成されるものであるとして，

国有化の必饗性が一般に認められていたJのであり，独占資本の側からの祇

抗はまったくなかっただけでなく， 1 C 1会頭寸 vグゴーヴァン櫛は次のよ

うな理由から石炭麗有化を積極的に支持したJ石炭燦業を関有化する必要が

あったか，とたずねる人があるかもしれない。私は静路なく答えるJそうだ，

その必寮があったj と。しかもその理由は，石炭産業はさいきん50年簡にわ

たって致治問趨となってきたからである。もし保守党が1945年に政権をにぎ
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ってし、て，荷炭産業が欝有化されなかったとすればわれわれは，今臼よりも

一週に 100万トンも少ない石援を入手することになったであろうム鉄鎮の場

合には，後に見るように独占資本の抵誌に対して，下部労館者，労働党左派

党員の浮力により一応調宥免されたが，保守党の支え権復帰とともに欝潟解除

され，実震がj活動期開はわずか 9カJjにすぎ々 かった。

このように，戦後イギヲスで悶宥イじされた産業の範閥は，基本約

済再建のため独占資本にとって鑓新じするこ主亙必説法委あ守党留婦と摂主主さ
~~占戸刊日-一一

れて校~主忽鐙滋機構常事支払ぽ資本の代表が圧倒的地位を確保し，労働者の

経営参加を拒否ナることにより，国属医産業を信号の利害において運営する体

制j令室主欝

まず第 lに，完全補{震により 113所有者の期待を配当から利子に認をえつつ搾

取を維持すると同時に補償金をもってより宥おな投資領域に鷺崩することをど

可能ならしめ，第2に，低{邸機政策により国有産業から安部な財，サ…ピス

幸三引出すことにより窮余翻般の配分替えを行う O

他方で，第 1に差別鏑絡により一般消費者から絞奪し第 2に f公共投J

の名の下に際有産業労働者の賃金引上げを抑制jし，第 3に独立採算制の強化

により F合理化Jtd怒進する，即ち，鉄道と道路輸送，石炭とヨヨ?織を競争さ

せ，また石炭業内務15においても，会地区に独立採算舗を導入することにより

「合現化」を遂行し，調有企業の蓄積を篠保していく。全損鉱夫組合は次の

ように設府の政策を批判していうJ附有北の最初の10年間を過して，政府は

お炭庁を…つの公共的サービスとして扱った。……しかし，最近3

勢は変わった。石炭懇裂が落ちたので，ミヨ炭庁は他の燃糸千産業:とりわけ石油

業と競争するよう説得されている。条件が石炭庁にとって良い時十こ拭

として行動すること合妨げられたにも拘らず，条件が良くない時に伺ら

の財政的準備も過渡部議期もなしに，お炭庁は一つの商業命令経営として行動

るよう議持されているのであるふ

E司有意授業の「合理化jにより，燃料，輸送部門の脆弱罷を祷強するととも

に，ぞれを基盤として輪出拡大に一定の成楽をあげている。商品部輸出構成
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C%) 

5.8 

6.7 

4.8 

5.1 

4.6 

4.1 

Source， Annual Stat抑制1Itof the Trade of the United Kingdom. Annual 

Abstract of Statistics， No. 97. 1960. p. 212 . 

成持寄出1総意立
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ロrl商表22

1929 

1935 

1955 

1956 

1957 

1958 

ミ告を昆;述、a':'I91.19草子どま9鵠年を拍車変ずれば¥機械は 9.4%斗 24.4%へ，JfL輔，

航空機は 6.1%吋 18.3%へと増大したのに対し"識経は22.8%-+7.9%へと

る輪出獄大が遂行されている低下しており，議誠，

これは燃料，輸送の路頭部門の「菌有弘!による「近代化jという事実

を前提しではじめて可能であった。鉄道貨物の約60%は石炭，コ…クスであ

航空機会中心

して，機事実，%)， 6%が鉄鋼，石炭の17%が警護カり，

〈百万トン〉送事議物主君道鉄楽器

1956年1951年

277.0 

168.2 

計
山
灰

ム
口
石

Source， Annual Abstract of Statistics象災o.97， 1960， 
p. 194 

〈百万トン〉石炭の~内消費

218.4 

45.右

27.8 

12.1 

6.1 

3.4 

1956年

So珪rc告，Aunual Abstract of Statistics. No. 97. 1960 
p. 134 
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表25 ガス，電力の使用燃料 〔トン〉

1951年 1956年

ス|電 力

石 45，635 

石 496 11 482 429 

Source， Annual Abstract of Statistics No. 97， 1960， 

p. 142 

表26 電 力 の 産業需要 1956年 (百万kw/h)

化 A寸担ーら 54.4 
..，，，欽 鋼 事3.l1，

機 械 24.0 

織 物， 皮 革 12.6 
食料，飲料，タパコ 6.3 

製 紙 40.5 

そ の 他 8.0 

Source， M onthly Digest 0/ Statistics， Dec. 1957， 

p. 33 

表27 完成鋼の産業別消費

1 924 1 949 

船 925 19.0% 925 9.0% 

築 670 13.7 1，350 13.1 

械 780 16.0 2，340 22.8 

機 100 2.1 565 5.5 

自動車，航空機 187 3.8 1，045 10.2 

鉄 道 600 12.3 850 8.3 

ワイヤー製造 300 6.2 685 6.7 

そ の f也
メ口斗 計ー 4，875 100.0 10，270 100.0 

を t
"

i1i::!1

(千トン〕

増加率

0.0% 

101.5 

200.0 

465.0 

458.5 

41.7 

128.3 

110.7 

Source， P. W. S. Andrews and E. Brunner: Capital Development in Steel， 1952， 

p. 96 

の産業需要は化学，機械，鉄鋼で60%以上を占めている。また，鉄鋼の産業

別需要を見ると，機械，自動車，航空機で40%を占めている。かくて，鉄道

一一石炭一一竜力，ガス一一〔鉄鋼一一機械，自動車，航空機〕という系列
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において罷有産業が本的独占の蓄積を櫛強し，機械，自動車，航空芝機，

を中心とする輸出拡大の課題をど来たしていること

《補注》

滋二次大戦後のフランスの産業国有化と

ブラ γλにおける領有化の総額は次のとおりである。

い 16，ルノー自動家;ヱ場

グ 6， 26，紘空運総

グ 12， 2，フラγス銀行， 4大預金銀行

1946， ヰ季 8，電力，ガス

グ 4，25， 

グ 5， 17，石炭

され 。

、て若干触れ‘ておきたL、。

165 (839) 

ヨヨ此電力，ガコえの場合には，零綴ぎを繁きどi添いて産業全体が国有化され，統一的に

運営されるようになったが，銀行の場合には，図有銀行"はさ校爵預金残i潟の50%を占め，

国家がその全:株式宏保有するが，幸子行とも株式会-ilとしての定款を持ち，営利事業と

しての性柊会維持している。

イギリスと比絞してブラソスの留学ぎ化に特徴的なことは， (1)補償問題については，

ルノー工場，一部新聞が対敵協力者として無償没収されたこと， (2)緩営形態について

はJ t懇談，消費者者，労働者代淡による共問章子還が支配的マ，当初においては労働務代

表?とよる共同管壊が支配的で労働者代表の努力が大きかったこと，例えば右炭業の去を

闘機関 Charbonagesde France のメ γパー 18~のうち12~iJ'労働総同fiiî CGTの役

員で必り，その総裁は CGT鉱山労働者同盟主警記炎 VictorInDuguetて、あった， (3)イ

ヂリスの国有化が 5 年認さど必要としたのに潟、しわずか 6 ヵ)~<::-::1:要なtii]布、イじが完了

1...-];ここと G

ブランスの殴翁イじを研究‘ずる機会，r高利然的帝E盟主義jと規定されたその慈絞構造

られねばならないが，他方では労働運動，社会主義運動の介入がイギリ

スと比i淡にならない怒さ重要な役幾j~ピ演じていることが無視されてはならない。上記の

3つの李争後は，戦後符建の緊急伎という経済的事専問よりも，むしろ階級問の力関係に

よる資本の震災歩として抱援すべきでみろう。だからこそ，戦後符慾の進展予独占資本

IT)努力回復と共に， 国有化の形態， 内務における変突が不可滋であったのであり，

1953年を境に，号変潔委員会からの CGT代淡の追放，それに代る独占資木代炎の任命，

払従来の物・I~劾務管理的色彩から一転して民家統鎖的

くしていったが，その背務には，r人民代表により行使されeる機カと経営者に

より行使会れる権力の関に明礁な;均衡のない憶においては，官僚の役割な制限するこ

とば密難であるJ(M.Einaudi and others: N ational臼 ationin France and ltaly， 

1945， p- 7)とし、う特殊ブラ った。
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このような政治情勢の基底には，フランス資本主義の蓄積構造の特殊性があるが，

新田俊三氏は次のように把握される。「フランスの金融資本が本国の再生産構造から切

断された形で存在し，寄生的な性格をもっていたことj，i主要産業は規模の比較的低

位な軽工業(奪i多財あるいは繊維産業〉を基軸としこれら製品を先進諸国の重化学製

品と引き換えるとL、うパター γをとった」とし、う事実の中に，両大戦聞のフラ γスの

停滞の原因を求め，i戦後のフラーンス資本主義の再建は，国家の手で，フランス内外の

資金をフランスで、生産力化するという方向にその特色を求めることができょう。フラ

ンス資本主義は，国家の機能を通じて，戦前の再生産構造から脱却し，国家独占資本

主義へと構造変化を遂げていく」とし，その政策手段として固有化とりわけフランス

銀行と 4大預金銀行の国有化を積極的に位置づけている。(新聞俊三「フランスの『経

済計画』と国有企業j，r唯物史観』第 1号， 148頁〉

フラ γス資本主義の「高利貸性」の基礎は，一般に，軽工業とりわけ繊維中心の産

業構造，それに規定されての銀行と産業の結合の弱体性，フ。チフツレ層の蓄財を主要財

源とする遊休貨幣の動員とL、う特殊フランス的要因に求められているが，しかしなが

ら第一派大戦後におけるその変化を確認することが必要であろう。

1914年の流動資産は1130億金フランであったが， 1924年には 600- 700億紙幣フ

ラン，即ち1914年金フランに換算して 150一一 180億金フランになり，i固定収入保有

者層はインフレーションと物価騰貴でその財産の85%を失った」と同時に，i戦後の数

年間の通貨事情の撹苦しは脆弱な企業を窮地に追い込み，強力で抵抗力のある企業がそ

れを吸収することを可能にし，集中を大いに防長した」のであり，雇用労働者数1000

人以上，とりわけ5000人以上の大企業の急速な増加があった (G.Dupeux : La Societe 

F rancaise， 1789一一1960，井上幸治監訳「フランス社会史， 1789一一1960Jl東洋経済

新報社，昭和43年， 201-5頁〕。

産業別生産指数を見ると， 1913年を 100として， 1930年には繊維 85に対し，自

動車一一637， ゴム一一896，機械一一 157であり，生産の国際比較においても 1920

年代にはドイツ，イギリスより大きな増大テンポを示している。(A.Sauvy: Histoire 

Economique de la France entre les Deux Guerres. 1965， pp. 465-70)。

このように，i高利貸性」ーー腐朽，停滞と L、う論理の一面的拡張によっては，両大

戦間のフランス資本主義は正しく把握されえないのであり，具体的事実に基づいた「高

利貸的帝国主義」の規定が必要であろう。それを基礎に，イギリスとフランスの蓄積

構造の異質性と同一性，それが労働運動及び戦後国有化に与えた影響、についての比較，

総体的評価が重要な問題としてあるが今後の課題としたい。(佐々木建 i第二次大戦

前におけるフランス資本主義の分析視角j，大阪市大『経営研究Jl20周年記念論文集上

巻.iフランス金融資本成立過程をめぐる諸問題jr経営研究』第104，105， 106合併号，

中野広策 iフランス金融資本の変質過程と近代化計画j，r東京教育大経済学論集』

第4号， R. Fossaert:L'Avenir du Capitalisme， 1961， A. Sauvy:op. cit.， R. 
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Cameron (ed) : Essays in French Economic History. 1970，フランスの国有化問題

については， M. Einaudi and others : op.cit.， Traite Marxiste D' Economie Politique 

: Le Capitalisme Monopoliste D' Etat. 1971， B. Chenot : Entreprises Nationalisees， 

1967，長谷川公昭訳『フランスの国有企業』白水社，西川良一 rフランス経済計画

の成立基盤としての国有化」同志社大『社会科学JlVol. 1， No. 2，平実 rフラ γ

スにおける国有化企業と公私混合企業」大阪市大「経済学雑誌』第53巻第2号を参照〉。

第二節 鉄鋼固有化の特殊性

私有一一固有一一固有解除の変遷

第二次大戦後のイギリス鉄鋼業は， 1946年 5月のイギリス鉄鋼連盟の「鉄

鋼業近代化及び開発計画 (Iron and steel Industry's Modernization and 

Development Plan)Jにより出発を与えられた。設備の近代化を遂行し，需要

に見合った生産能力の確保が基本的政策として設定されたが，現実には，過

剰生産能力を恐れて需要を過少に見積り，r修善 (patching)が連盟の戦後計

画の支配的パターン」であった。かねてから問題とされてきた輸入鉱石，ス

‘クラップ依存体制，国内鉱床地帯への立地移転の停滞はそのまま維持された

が，これは旧地域に利害を持つ大鉄鋼資本の利益を温存するものであり，低

コスト生産が期待される圏内鉱床地帯への立地は阻止された。

しかし，第二次大戦後，鉄鋼業においてはかなりの資本投下が行われ， 1948 

表28 鉄鋼業における投資 (百万ポンド〉

1 948 

1 949 

1 9 5 0 

1 9 5 1 

1 952 

1 953 

1 9 5 4 

1 955 

1 956 

Source， D. L Burn: The Structure of 
British Industry. Vol. 1. p. 291 
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年一一3200万ポンドから1951年一

5400万ポンドへ増大した。 1937年

の投資が1300万ポンドであったの

と比較すればかなりの額である。

生産の集中について見れば， 1952 

年において， 100万トン以上の鋼

塊を生産する 6社が合計 950万ト

ンで全産出高の58%を生産し， 50 

一一 100万トンの 5社が合計 300
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万トン，全産出高の18%で，両者"を合わせて11社が産出高の76%を占め，か

なり高い集中度を示している。

1937 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1937-54 
の増加率

表29 鉄鋼業における諸指標

l愉 11:
1人当生産り

銑鉄|鋼
年間

(百万ト γ〕 (1948= 100) 

1946 7.76 12.70 1.92 

1947 7.79 12.73 1.45 

1948 9.28 14.88 1.62 100 

1949 9.50 15.55 1. 96 100 

1950 9.63 16.29 2.60 103 

1951 9.67 15.64 2.13 107.5 

1952 10.73 16.42 2.07 112 

1953 11.18 17.61 2.20 114 

1954 11.88 18.52 2.41 119 

1955 12.47 2.79 127 

SOllfce， ]. C. Carr & W. Taplin: op cit.， p. 596 p. 604. 
lron and Steel Board : Development in the 1 ron 

and Steel Industry. Spcial Reρort， 1957， p. 86 

表30 鉄鋼生産の国際比較 (百万トン〉

lイギリス|アメリカ 1ドイツ 173f-2172丸万

13.2 51.4 19.8 10.3 6.4 

12.9 60.4 2.6 4.7 3.6 

12.9 77.0 3.1 6.4 4.6 

15.1 80.4 5.6 8.5 6.4 

15.8 70.7 9.2 10.9 6.2 

16.6 87.8 12.1 10.5 6.2 

15.9 95.4 13.5 12.4 8.1 

16.7 84.5 15.8 13.7 8.1 

17.9 101.3 15.4 12.7 8.3 

18.8 80.1 17.4 13.4 7.8 

42% 56克 30% 22% 

Source， G. D. H. Cole : The Post-War Condition of Britain， 1956， p. 157 
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このような投資を背景に，銑鉄，鋼とも着実に生産を増大させ，鋼におい

ては. 1946年一一一1270万トンから1950年一一1630万トンへ28%の増加を示し，

1948年=100とする年間 1人当り生産指数も， 1950= 103から1953=114， 

1955=127と大きく上昇した。国際的に見ても生産増加率は大きく， 1937一一

54年間の増加率は，プランス及びザーノレ一一30%，ベノレギヘノレクセンブ、ル

グ一一22%に対し，イギリス一一42%であった。

イギ

ア メ

ド イ

フ ブ

表31 卸売価格指数 (1938=100)

鉄 鋼 全 商 品

1946 150.4 172.7 

1947 159.2 189.1 

1948 169.4 216.2 

1949 181.8 226.8 

1950 187.5 258.7 

1951 210.2 315.0 

1952 254.2 323.1 

1953 260.3 323.4 

1954 263.3 325.4 

Source， Annual Abstract of Statistics， No. 88， 1951， 

p. 302， No. 92， 1955， pp. 291-2 

表32 国内鋼価格の比較

1附 3. I 1956. 12. I 1叩 3. 11956.12 

月.S . d . s. S . d. s.s.d. .s . s . d . .s.s.d. s. s . d. 
リ ス 19 1 6 37 14 0 21 14 6 41 9 6 28 6 0 49 6 0 

リ カ 22 15 1 45 40  23 0 8 49 12 0 26 18 5 55 4 0 

ツ 4117 0 48 10 0 57 19 0 

ンス 23 4 4 36 6 6 270 6 43 16 0 32 8 8 540 0 

ベ ル ギ ー 19 3 2 39 3 0 20 11 4 47 2 6 27 180 52 13 0 

Source， D.し Burn:The Structure of British [ndustry， Vol. I， p. 292 

輸出については，国内鉄鋼需要を確保するため輸出承認制がしかれたため

それ程増大していなし、が，間接輸出については，戦前の 110万トンから1949

年には 310万トンへ大きく増大している。金属加工産業の輸出拡大のため鉄
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鋼価格は低く抑えられ， 1938年=100とする鉄鋼価格指数は1946年一一150.4，

1950年一一187.5で，全商品価格指数がそれぞれ 172.7，258.7であるのと比

べかなり低くなっており，国際的に見てもイギリスの国内鋼価格は戦後一貫

して低かった。その要因としては，石炭，スクラップ価格が人為的に低くさ

れ，輸入鉱石の高価格が圏内鉱利用者の犠牲で負担を軽減されてきたことと

ともに固有化に対する根拠を与える一一独占的高価格に対する非難一一こと

を恐れたという要素もあった。国有化が実質的に解除された1951年以後鉄鋼

価格が大きく上昇しているのも，一つにはそういう理由があったと思われる。

表33 10大鉄鋼企業の収益 (百万ポンド〉

I 1 953 I 1 954 I 1町 119561 1町 11958 

販売利潤 63.0 74.7 98.3 97.7 117.7 114.9 

総収入 67.9 78.6 101.6 100.4 119.2 l23.4 

減価償却 14.2 15.4 17.7 19.5 23.9 26.4 

固定資産更新準備への移転 4.3 8.1 10.6 12.2 12.5 

税引後利潤 23.4 27.7 35.6 31.2 34.8 35.1 

留保利潤 19.2 22.6 29.0 24.0 24.4 23.9 

Source， D. L. Burn: The Steel Industry 1939-1959， 1961， p.594 

鉄鋼業の利潤について見れば，10大会社の総利潤は，1953年一一6790万ポン

ドから1958年一一 1億2340万ポンドに急上昇しており，留保利潤は1953一一

55年の 2年間に50%以上増大した。利潤源泉については， 1951一一52年にお

いて，利潤7470万ポンドのうち輸出プレミアムによるものが1890万ポンドで

大きな比重を占めていることが注目される。このような利潤増大に支えられ

て，資金調達においては，生産能力のMを代表する諸会社の投資のうち81%

が内部資金であり，外部資金への依存はわずか19%にすぎなし、。

次に，このような産業の実態をふまえた上で，鉄鋼固有化がどのような経

過で実現され，また固有解除されたかについて見ょう。

1945年の労働党政策綱領「未来に直面しよう LetUs Face the FutureJ 

は，固有化すべき産業の一つに鉄鋼業をあげ，その理由として「私的独占は

高価格を維持し，非能率的な高コスト工場を存続させた。公有が私有にとっ
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て代る 能率的な経営が可能であるjと述べている。これは労

働党の一致した見解ではなく， H. r担Vぜ1:0例r嶋討s叩on，A. Gr吉宮nwoodに指導された

右派は鉄鋼間有化を鱗領に明記することに反対し，たのであり，後ら

して挿入されたものであった。

労働党政権が或立レ亡， 1946年4月の閣議後で鉄鎖障有化を支持する決定が

行われ，下院で発表されたが，それは いくらかの部分が，いつか公

有の下におかれるのであろうjという瀦然としたものにすぎなかった。鉄給

相 Wilmotはイギ Pス鉄鋼連盟の協力を求めたが，連聾は罪新しい Board

の法務として幽有化についての助言ぎが含まれるかぎりそれに参加しないとい

う強い態度を表明した。 1946年9月に，国有fむについての帥震を与える

はないとLづ政府の妥協により連盟誌参加することになり， A. Forber J邸宅ど

2人の鉄鋼企業家 2人の鉄鋼労組役員，及び造船企業家と大蔵省代

表により構成される第一次鮫議委員会(Ironand Stξel Board) れ

た。

新しいちoardの課題は， (1)欝発計画の創き較的，実行の監替， (2)原料供給など

日常的経営問題の議督， (3)儲格政策への助言であり，欽銀資本;と労働党お深

はこれに満足を表拐したが，在翼は，rな"!ぬるい政府に対して麓識された妨

害が勝利したJとして妥協を激しく海難した。

1947年春に，鉄鏡連盟塁機長 A.Du民 主2 は，鉄鋼菌有化問題について妥協

的解決を誌かるための話し合いな政府に提案し 7月に政府と連援の間に合

意が見られた。その内容は， (1)鉄鎖委員会は，産業に対する指導的権龍の強

化を認められる，持政府は鉄鋼委員会の助言に誌づいて，特に反坑的または

固有化ずる権利を持つというものであった。しかし 8月

の閣議において E.Bevin， S. Cripps， A. Bevanは妥協に反対し，妥協案

は器杏されたが，その後も鉄鋼悶有化は言守護必ず，労働党左派議員， TUC 

左派組合員から激しいっきょげをうけたJ遅延に対する反対の強さは，

いての政府の選択の自由をさ当然にも狭め

かくて1948年11月に 2 新たな鉄鋼法案が下設の討議にかけられたが，その
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内容は鉄鋼業の根本的変革から程遠いものであり J鉄鋼生産の崩壊を避ける

ためム接収される 107社〈最終的には92社〉の名称，管理機構はそのまま維

持されるはずであった。 供給相自身が述べたようにf所有移軽後，唯一の変

化は寵券の所有が持ち寺子をかえたということであろう。会社は以前と同じく

鉱石を獲得し玖鉄鋼を益三重量tム生建物を飯売するであろうJ。提案は保守党，

欽鏑独占の激しい抵読を受け，結局，所有移転た1950若手の総選挙後室モ延題

すると Lづ妥協により， 1949年11}Jに鉄鋼法(Ironand Steel Act)が成立

した。

労働党が鉄鋼国有化の檎拠とするのは， (1)鉄鋼業は際民経済と輸出拡大に

とって決定的にE重要な位霊主主f占めているごと， (2)私的独占による僅格政策は

額民的剥益と一致しないこと， (め私的資本の下で産業の蒋艇による能率化を

十分遂行してこなかったし公的資金の投入なしにはそれが不可能であるこ

と。

これに対する保守党，鉄錦連閣の認識は， (1)産業は戦後において政府の公

的統鍛j下にあって生産，憲性を増大させてきたこと， (2)鉄鋼業のように

雑な構成の産業においては，調有fむのような未知の昔話援を導入すれば議会関

係をくずし生産停滞が生ずるということ。「産業と政府は，政府の叢綴と私企

業の間の健全な関係を創りだすことに成功したっその協会さは，高い生産及

び生産性2 戦争以来援業が逢成した未曾有の規模の開発言十回による急速な前

進により証明されるのこの成功ぜる経験は，その，教習iIが十分に学びとられる

書官に多くの明白な欠格安もつ米知の鍛j度により放棄されつつあ

連盟のいう「産業の高い能率jはー症の客観的根拠を持っていたが，讃際

的に見れば技術水準はかなり劣っていた。タuえば1957年における工場規模を

酒ドイツと比較すれば，年度 180-←-250万トシの工場は，イギ予スーーし

西ドイツ一一-4，120一一一 180lfトンの工場は，イギりスー-0，商ドイツ

ー-5であり 1人 1草寺関当り生産高会fプメジカと比較すれば，イギPスを

100として，銑鉄一一 100: 346， 鍛塊一-100 255，庄延一-100 

150一一 200となっている。 Lかしながら，既に見たように科簡を基準にす
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るかぎり，鉄鋼資本にとって顕有イじすべき?必然性は全くなかったことは確認

されねばならない。

1950年の総選挙の結果は，労働党←-315議席，保守党一-:-298犠席で，

決定的勝利誌確保しえなかった。労鱗党政府は 3 新公社のメシバ…の有資格

ザストぎ提出するよう鉄鎖連盟に求めたが，連謹拭これを拒否し，またイ

ギPス鉄鋼労連書記長L.Evansも参加を結否した。 10月にメシパ{がを命

さifLf所有移転即土19日年会月 15尽に決定された。

新公社の下におかれたのは，総生室長の90~匹以上を占める 92社であり，公社

は重投の任免，資産の処分，管轄会社の活動の停止，制限という権銭を持つ

、た0'実際は私:1f:業と金制的その他め密按な赤!J替関保安持iつ取締役はヲi
迭を求め!られ， 25名が混い

力，影響力のすべてにおい

価格政策を支援しz

，鉄室湾独占の仁科む的稜盤たる鉄鋪連盟は，r権
もとのままにとどまりム原料総入，配分，

しており，去社は迷麗の評議

運紫委員会への代表派遣も確保しえなかった。このため， 1951年の総選

挙で保守党が政権に復帰するとともに罷有解誌という決定的反抗令許すこと

tこ主主っTニ。

保守党の新勢給相 D.Sandysは，公社に「一般的性格の指令」さと与え，彼

の同意、なしに活動ずること じかくて1951年11月に鉄鋼陸有化は 9;毎月

をもって実賀的に終了し， 1953年5月の新たな欽鋼法のもとで f鉄鋼持株処

滋機関(lronand Steel flolding and R田 liz品tionAgency) Jにより国有解

除の作業が進められることになった。

処恕機関によるi株式売却は， (1)私的契約，株式市場での究部というニつ

の形態をとったが，一主要なものは後者で、ある。発有還元の過程で若干の企業

グル…プの再編があったがJ大部分の会社の取締役会は，そのまま欝有化へ

入りそのまま出てきたjのであり J調有化の前後における大企業グノレ…プの

所有構造の連続投はほぼ幾持されたjといわれる。その場合，株式売却が投

資家に有科な条件で行なわれたことはし、うまでもなL、。

鉄鏑業は f経済権力の決定的中心，還まらくイギヲスにおけるその最も決定
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的な中心jであり，1経済権力のや心的稜長患の一つへの攻撃は支配階級そのも

のの地位への攻撃としてのみ見なされうる;ものであった。それ故，鉄鋼国

有化は総独占禁本による厳しい議誌を受け，私有一一調有…ー圏有解除とい

う経過をたど珍ったのであり，石員閤有イじが f資本主義的関有1r.Jの典型とし

されたのと欝立った対照を示している。その盤異を規2きしたものは利

潤率であり J独占利潤率Jをあげうる産業か否かが，関有化問踏に接近する

場合の基準と れねばならなし、

1 )Coal Industry Nationalization Act. 1946; sec. 2， (3) 

D. N. Chester: Tht Natio匁alizedIndustries. 1946， p. 67 

淑記長海部持li間切符 'and，Traρp-

ort， 1933，W. A. Robson (ed.) : Public Enterρrise. 1937. Problems of 

Nationalized Industries. 1952. E. Davies: National Enterpri$e;'1946. D. 

N. Chester :op. cit.， R. kelf-Cohen: Nationalizp.，tui狗 inBritai凡 1958，

T却 entyYears of N ationalization. i 969，山本政一 r茶屋密有f匂除染経営

論』 昭和24年，

東洋総済新報まじ昭和37年，波山菜引等:ィ

ギザス産業関有化論』ミネノレヴァ書房，昭和48年金 1字路発洋 u独立採算縦批判』

法徐文化社， 1965年な参照

4) 補償問題については， G. Wal対rand R. H. B. Condie : Compensation in災計

tionalized lndustτi忠弘治 W.A. Robson (札) : Problems of Nationalized 

Industry. 1952， r. Foighel: Nationalization and Cmnpensation， 1964， 

C. Jenkins : Power at the Top. A critical sμrvey of the Nationalized 

による独占と

: U国務化問題の研究』総和23年，奥主義務:r~議場ぎ化

、て」東北大?経済学j第24巻第 1努，を参獄

5) R. Kelf-Gohen: Nationalization in Britain， 1961， p. 213 

6) 補償がいかに!日所有者にとって有利なものであゆたかは，戦後陣有イじを評仰する

W. A. Robsonが，r著者俊条件は，者党ばりの夢以上に気前のよL、ものでるったjと

して「所有漢に対する法外に親切な態度jについて述べていることからも十分に

徽測されるぷW.A. Robson (ed.) : op. cit.， p. 286) 

7) H. Fagan: Nationalization， 1960，後藤外訳『現代資本主義と国;朽化J会向泌

童文， 1961年， 42-43J"l: 

8) 関茶話器:r英盟労働党の社会三伝達義政策JI1954長谷， 154頁

9) cf. C.Jenkins : op. cit.， p. 109 

10) J. Hugh日s:Nationalized Industries in the Mixed Economy， 1960， p. 8 
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D. L. Burn (ed.) : The Structure of British IndustrY， vol. 1. 1958， p. 

291 

11) E. Bapra: OCHOIIHbI 3KOHOMHKH H nOJJHKH I1MuepsaJJs3Ma 1953，世界

経済研究所訳「帝国主義の経済と政治の基本的諸問題Jl(上〉大月書庖， 1954年，

2抱一243頁

12) cf. A. Sturmthal : Nationalization and Worker's Control in Britain and France， 

in The Journal oj Political Economy， vol. LXI. 1953， pp. 43-44 

13) ]. Hughes : op. cit.， p. 10， ]. R. Campbell: Highlights of Nationalization. 

Past and Future， in Marxism Today， Feb. 1960， p. 49 

14) 経営参加を放棄する理由として，例えば H.A. Cleggは，産業民主主義概念を

(1)労働組合の独立した抗議， (2)直接的経営参加の 2つにわけ，組織化された社会

においτ後者は権威主義と非能率に転化するとして放棄し，前者こそが産業民主

主義の本質をなすものであると主張している。(H.A. Clegg: Industrial Dem-

ocracy， pp. 34-36， 121-123) 

15) 奥泉清 r国有化による独占と寄生性の展開について」東北大『経済学」第24巻

第 1号， 28頁を参照

16) G. D. H. Cole : Natj・onalCoal Board， p. 31，最近のコールは労働者管理お

よび労働者の経営参加を放棄し，利益代表による監督協議会 (SupervisoryCou-

ncil)の設置を提唱している。(G. D. H. Cole: The Case for Industrial 

Partnership，1957) 

17) S. D. Spero : Labour Relations in British 1Vationalized Industry. 1955， 

亀山悠訳『イギリス閏有産業における労働関係」日本労働協会，昭和37年， 83-

84頁

18) cf. W. A. Robson (ed.) : Problems of Nationalised lndustries， p. 322， 

W. A. Lewis : Recent British Experience in Nationalization， in E. H. Cham-

berlin (ed.) : M onoρoly and Comρetitωn and Their Regulation. 1954， 

pp. 462-465，遠山嘉i専:前掲， 286-289頁

19) H.Fagan: op. cit.，邦訳前掲，第3章

20) R. Kelf-Cohen : N ationalization in Britain， 1959， p. 297 

21) 石炭業が国有化されなかった場合，賃金水準は労働力不足のためより以上に上昇

したであろうといわれる。 cf.W. W. Haynes: Nationalization in Practice， 

p. 390，布目真生:前掲， 100-101頁

22) S. D. Spero: op， cit.，邦訳前掲， 71頁

23) H. A. Clegg : Labour Reti2tions in London Transport，1950， p. 185 

24) H. Gaitskell : Socialism and N ationalization， 1956，久保まち子訳「社会主

義と固有化.J，~フエピアン研究』第 7 巻第 1 号， 29頁
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25) . cf. G. D. H. Cole : The Post..:.War Condition of Britain， 1956， p: 127， 

辻和夫:前掲， 113-118頁

26) K..]. W. Alexander.: wages in Coal-Mining since NationaIization， in Oxford 

Econq'-lfi.ic‘J>apers，vol. vlll 1956， p. 178， cf奥泉清:前掲， 34-40頁

27) cited in D. N. chester: op. cit.， p. 66 

28) 社和夫 r‘固有企業経営管理論序説JIr立命館経済学』第7-巻第5号， 119頁

29) イギリス産業連盟は次のように述べている。「価格は十分にコストを償うべきであ

る。しかし，これは過去における国有化産業の値上げをすべて正当化することを

意味しない。これ以上の値上げが正当化されることを意味するものでは決してな

し、Jo(Federation of British Industries : Report on Nationalization， 1958， 

p. 18) 

30) W. A. Robson : Na抑制lizedIndustry and Public 'Ownership， 1960， p. 

439 

31) G. C. Allen: op. cit.， p. 86 

32) Annual Abstract oj Statistics， No. 88， p. 302， No. 92， p. 291 

33) The London Times， ]une 6， 1956 

34) 羽T.A. Robson: Nationalized Industry and Public Ownership.， p. 442 

35) R. Kelf-Cohen: Twenty Years of Nati・onalization，p. 99 

36) 寺尾晃洋:前掲， 85頁

37) 差別価格の問題については， W. A. Robson (ed.) : op. cit.， p. 338， A. Lewis 

: Price Policy uf Public Corporation. in W. A. Robson: op. cit.， pp. 181-

194， R. K. Davidson: Price Discrimination in Selling Gas and Elect門-

city. 1950， pp. 216-218，寺尾晃洋:前掲， 79-113頁，辻和夫:前掲， 118-

127頁，大島国雄Ir公企業の経営学』白桃書房，昭和44年， 141-164頁を参照

38) K.]. W. Alexander: op. cit.， p. 172 

39) cf. D. L. Burn (ed.) : op. cit.， p. 129 

40) 奥泉清:前掲， 32頁を参照

41) 中村忠一:前掲， 66頁，第9表より計算

42) 秋山穣 Iイギリス国家投資の構造と性格-j， Irフェビアン研究』第15巻第9号，

吉武清彦Irイギリス産業国有化政策論』日本評論社，昭和43年，第八章，第九

章を参照

43) The Financial and Economic Obligations of the Nationalized Industries， 

HMSO， Cmnd. 1337， 1961. paras. 14-15，cf. W. A. Robson: Nationalized 

Industry and public Ownership.高橋達男訳『政府と企業』産業能率短大出

版部，昭和45年，付録二「国有産業の財政経済目標J，遠山嘉博:前掲，第7章

44) The Economist.， Nov. 17， 1945 
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45) H. Fagan op.cit.，邦訳前掲， 99-100頁

46) National Union of Mineworkers : Britain' s Coal， Report oj Study Confe-

rence， 1960， p. 25 

47) G. W. Ross: op. cit.， p. 33，連盟の「計画」を批判したものとしては， G.D. 

H. Cole: W'hy N ationalize Steel? Brian Tew: Reports of the lron 

andStee Industry， in T he Economic J ournal vol. L VI， Sept. 1946， pp. 

488-499 

48) 移転阻止についての連盟の説明とそれに対する批判は， Brian Tew : op. cit.， p. 

90以下に詳しい

49) D. L. Burn (ed.) : op. cit.， pp. 284-285，しかし工場における生産の集積に

ついては依然として低い水準であった。 cf.D. L. Burn: T he Steel 1 ndustry 

1939-1959， p. 79， p. 248 

50) 高橋哲雄:前偽， 227A 

51) 1949年の鉄鋼価格引上げと補助金打切りをめぐる，政府3 鉄鋼連盟の思惑につい

ては， D. L. Burn : op. cit.， p. 210 

52) D. L. Burn: op. cit.， p. 236 

53) D. L. Burn (ed.) : op. cit.，p. 291 

54) .cited in. G. W. Ross: op. cit.， p. 40 

55) The Spectator. 26， April. 1946 

56) New Statesman and Nation， 31， August 1946， cited in G. W. Ross: op. 

cit.， p. 59 

57) G. W. Ross: op. cit.， p. 76 

58) ibid.， p. 91 

59) 鉄鋼国有化についての労働党と保守党の議論については， S. J. Langl巴y The 

lron and Steel Act 1949， in Tho EcoilOmic Journal. vol. LX， June 1950， 

pp. 311-322，に詳しい紹介がある。

60) British Iron and Steel Federation : 1 ron and Steel Bill， Some Arguments 

For and Against， cited in A. A. Rogow: The Labour Government and 

B門 tishIndustry 1945-1951， 1955， p. 159 

61) D. L. Burn: op. cit.， p. 563 

62) ibid.， p. 271 

63) 新公社のメンパーは以下のとおり。議長， Steven J. L. Hardie (British Oxygen 

Co. Ltd.会長〕常勤， Sir ]. Green (Thomas Firth and John Green Ltd.取締

役)Sir Vaugham Berry (Ruhr Authorityイギリス代表)General Sir James 

Steele (退役将軍)W. H. Stokes (合同機械工組合役員)非常勤;J.W. Carton 

(Brown Bayley's Steelworks Ltd.会長)A. R. McBain (元官僚〉
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64) G.羽T.Ross: op. cit.， p. 100 

65) cf. D. L. Burn : op. cit.， pp. 539-540 

66) ibid.， p. 544 

67) 高橋哲雄:前掲， 301頁

68) cf. D. L. Burn: op. cit.， p. 541， D. N. Pritt: The Labour Government 

1949-1951， 1963， p. 276 

69) G. W. Ross : op. cit.， p. 27 

第三章公企業論批判

公企業論について検討する場合，公共企業体論 (publiccorpora tion) が

中心をなすが，その前提として「公企業」の概念規定と「公企業」が追求す

る目的についての諸説について見ておこう。

(1) 公企業の概念規定

上回貞治郎氏によれば，国家，地方自治体の事業は， (1)不足経営一一無料

又は低価格で供給するもの， 例えば道路， 公園， 博物館など， (2)実費経営

一一収入により費用が補填されるもの，例えば郵便，電信，貯金，簡易保険

など， (3)収益経営一一収益を生ずるもの，例えば鉄道，鉱山，ガス，電気な

どの 3つに分かれるが，このうち(2)と(3)が公企業の範障に入れられる。

占部都美氏によれば，公企業の本質的機能は「公的所有」と「公的支配」

の結合に求められる。「生産手段の公的所有はあくまで公企業制度の基礎であ

って，そこにはなお……官僚的資本家的支配の可能性さえ含まれているので

ある。公的所有の機能は……公的支配の機能と結付かなくては完全な意味を

もちえなし、」のであり，公的支配は，(1)適正対価主義，(2)労働者及び消費者の

経営参加において志向される。適正対価主義はJ企業総収益÷経営給付=100

%Jr労働給付-7-(賃金+賞与十物的給付)= 100 %Jによって示されるが，

これは，労働者，消費者の経営参加とともにJ資本主義的環境における公企

業の管理に伴い易い官僚的，資本家的支配を防止して，公企業の共同社会支

配的構造を確立する上に必要なもの」とされる。

上田氏の想定によれば，損失をもって経営されるものは公企業から除外さ
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れるが，例えば英国運輸委員会は1948-58年の間ほぼ一貫して赤字で経営

されているが，この場合公企業には含まれないのか，とし、う疑問が生じよう。

占部氏の場合にも，多くの収益をあげている場合，経営参加が行われていな

い場合などにはどうされるか?

収益をあげるか否かとし、う問題は個別企業の観点からすれば重要な問題で

はあるが，公企業が本来的に担っている社会的役割からすれば副次的な問題

にすぎなし、。そもそも公企業は，社会的には必要ではあるが私的資本の採算

ベースにのらない分野を受持ち，総資本のために「社会的生産過程の一般的

諸条件」を確保することが課題であったのであり，その受持つ分野の相違に

よりある分野では一定の収益をあげ，他の分野では赤字で経営されるという

相違が生ずるにすぎなし、。このような観点からすれば，収益の多寡，不足に

より公企業の概念規定をするのは，その本質を見失ったものといわねばなら

なし、。

また，山城章氏は，国家の政治的，経済的課題をよりよく達成するために

は「むしろ行政原理をすて，財政や政治の拘束を分離して，国有企業の原理

に基づく経営を必要する，とし、う認識の発生とともに公企業の課題が生れて

いる」として，経営の「自主化」を公企業概念の基準とするが，これも公企

業そのものの概念規定というよりも，公企業内部の経営形態の相違として処

理されるべきであろう。

(2) 公企業目的論

公企業論において経営学的アプローチをする論者には，社会総資本との関

連を切離して個別資本視角からのみ公企業を分析する傾向が強いが，それは，

公企業が担う課題，目的は何かとし、う問題の分析についても妥当している。

竹中竜雄氏は，1公企業の主体たる国家および地方自治体は，単に経済団体で

はなし、から，経済的見地からみた指導目的たる最高の経済性の発揮というこ

とは，公企業経営の唯一無この指導目的ではなく，別に非経済的見地から見

た指導目的が存しこれをかりに狭義の公共目的と呼ぶならばかような努力

の結果生み出された目標すなわち広義の公共目的こそが，公企業経営におけ
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る最高の指導目的を構成する」とされているが，r公共目的」の内容は全く不

明であり，もし「国家の指導目的=公共目的」と考えるのであれば，国家の

性格，更に具体的には，r国家独占資本主義」における国家の経済過程への介

入がいかなる役割を果たしているかを厳密に規定しなければならないであろ

う。

このような「公共目的説」に対し，r営利説」によれば，収益が公企業の目

的とされる。藻利重隆氏によれば，r公企業といえども，その自律的指導原理

が営利にもとめられなければならないことは，ニれを否定しえなL、。ただそ

こに，自律的な営利原則に対して，他律的制約が課せられているにすぎない

のである。そしてその程度にいちじるしい差があるにしても 3 営利原則に対

するなんらかの他律的制約は，私企業についてもまたこれを認めざるをえな

い，ということを忘れてはならなし、。私企業と公企業とを区別することはも

とより必要であろう。だが，公企業の自律的指導原理を営利原則のほかにも

とめることはできないのである」。

しかし現実には営利を目的とする公企業は非常に少ないしそれを展開

していけばJ資本主義社会における『公企業」なるものは，利潤獲得を直接

の目的としないものと解する限り，それは厳密な意味における企業ではなく」

なってしまう。公企業は総資本の利潤拡大を目的として行動しているという

意味で，社会総資本的観点から「営利性」を展開するならば説得的であろう

が，個別資本の視点から公企業の目的を「営利原則」としておくことは問題

があろう。イギリスにおいて，稼働資本に対する純益の割合が，製造業，商

業全体一一17.4%に対し，イギリス石炭庁一一 0.4%，イギリス運輸委員会

- 1 .9%とし、う数字をどう説明するか?個別資本的視点から見た場合，公

企業の目的は利j聞ではなく，あくまでも特殊なv使用価値の低価格供給であり，

そのような外観的事実の上に，公企業の「公共性」が基礎づけられてきた点

を無視す7ることは出来なし、ο

1950年代後半になって，イギリスにおいて固有化産業の営利的性格が重視

されるようになり，固有化に関する r1961年白書」は「固有化産業は国家的，
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非営利的性格の諸義務を持つが，経済的，営利的正当化の証明を免除された

社会サービスとは見なされるべきで、なL、」と述べているが，これは，独占資

本への財，サーピスの低価格供給を維持しつつ，国家財政への負担を軽減す

るため固有化産業に独立採算制の強化をおしつけるものであり，公企業の行

動基準を「営利性」にとって代えるというものではない。

公企業は一般的には仁公共当局(国家及び地方公共団体)Jが所有，管理す

る企業を意味するが，経済学的に定義すれば，特殊な使用価値に拘束されな

がら剰余価値を生産 L，それを総資本に配分しつつ実現する産業資本形態、及

び特殊に利潤の配分を請求する貸付資本形態での国家資本が企業化したもの

である。ここには 3つの内容が含まれている。即ち， (1)国家資本である以上，

単なる国家資金の支出と呉り，剰余価値の生産ないし利潤の取得が行われ

ており，この点を見ない「公企業=非資本主義企業」観は根本的に誤ってい

ること， (2)国家資本として，剰余価値の実現，利潤配分請求は特殊な形態を

とり，独占資本のために「剰余価値を再分配する道具として機能している」

こと， (3)私的資本においては生産の直接的目的として現われなかった使用価

値生産が問題になること，即ち，私的資本にとって必要だが採算ベースにの

らない特殊な使用価値を総資本(独占段階においては総独占資本〉の立場か

ら生産し低価格で供給する'任務を持っており，それ故その循環は G 一一-w
ーームG'ではなく， W一一 G-Wとして現象する ζ とである。

(3) 公企業の形態分類

寺尾晃洋氏によれば，独占段階の公企業は(1)自治的官庁企業(autonomous

. regie) ， (2)公共企業体 (publiccorporation)， (3)混合企業 (mixedenterprise) 

に分かれ，その分類基準は直接的には「自主性Jの程度におかれる。日本の

公企業にあてはめれば， (3)は戦前，戦後の特殊会社， (2)は公社，公団，公庫，

金庫，営団， (1)は企業官庁の特別会計に相当する。

大島国雄氏は，[公企業に本質的に内在している体制維持の機能の態様と，

それをささえる公共性(用役および規制の公共性ー一以下，狭義公共性とい

う〉と企業性(独立採算制と生産性〉の要求される程度によって形態の分類
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をすることが，もっとも合理的だと考えるJとして，公企業を(1)行政的公企

業， (2)会社的公企業， (3)公共体的公企業に分類する。 (1)は「狭義公共性が企

業性よりも相対的に強く要求されJ，(2)は「企業t性が狭義公共性よりも相対的

に強く要求されるJor公共性Jr企業性」という言葉の当否はともかく，三つ

の類型は寺尾氏の分類と同じであり，r企業性J= r自主性Jと考えれば分類

基準も同じで、ある。「自主性Jには，財政上，経営上，人事上などがあるが，

その基本は財政上の「自主'性J=独立採算制であり，その程度の相違により

公企業の形態分類が行われる。

公企業の形態分類は直接的にはJ自主性」の程度により規定されるが，そ

の「自主性」は公企業がいかなiる領域を受持つかによって決定される。北川

宗蔵氏は，戦前の日本における国家資本動員形態を 2つに分け，第一類型とし

て国策会社，第二類型として営団を区別する。前者においては，r国家資本は，

自己の受取るべき利潤を断念して民間資本に帰せしめるように機能し(国家

資本の後配株的機能，国家資本の民間資本優先配当性的性格の造出機能)，し

たがって本来的平均利潤率をあげ得ざる事業分野，企業価値乏しき事業分野

において民間資本に対して平均利潤率をあげ得るように機能し，民間資本を

して平均利潤率をあげ得ざる事業分野へ流入することを可能ならしめしたが

って民間資本に活動の新分野を提供するように機能する」。これに対し後者は，

「平均利潤率をあげ得ざる， したって民間資本(利潤原則に立てる〉吸収の

能力なき事業分野， しかもこの内でも国家資本の後配株性的機能によって民

間資本に平均利潤率を保証し得ざるごとき採算的低層領域に形成せられる」

ものであり，国家資本以外の資本参加があっても非本質的なモメントである。

独占段階における資本の採算性の基準を平均利潤率におくのは問題である

が，利潤率と公企業形態の関連についての指摘は示唆に富んでおり，混合企

業形態と公共企業体形態の差異は利潤率の相違により規定されるものと見て

よいであろう。同様に，イギリス石炭庁とイギリス鉄鋼庁の構成の相違も，

直接的には鉄鋼固有化をめぐる階級聞の力関係によって規定されたとはいえ，

その背後には，石炭業における低利潤率と鉄鋼業における独占的高利潤率と
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いう相返さが基底にあったことが確認されよう O 多様な公企業形態の中で，独

占資本主義における公企業の展開の中心を占めるの詰公共企業体であるので，

以下それについて見ょう。

給公共企業体論

公共企業体の本質として， H. MorrisonはJ公共釣g的のための事公的所

有，公的責任及び企業!'fJ続営 (businessmanagement)の結合j と規定して

いる O また W.A. Robsonは公共企業体の革本的特徴として，的経営上の

問鰯について議会の質問合受けない， (2)非営利性 (disinterestedness)，(3)戦

議は公務員でない， (4)独立採算制， (5)理事の任期が決まっており，政治的に

中立であることなあげている。

このような特数づけは諸論者に共議しており，般の公企業形態との相違を

端的に摘出すれば‘ r企業部経営」の強調ということであり，占怒都き俊民はそ

れな i企業の社会化要素 (elementsof socialization)と合理化要索令lem-

ents of rationaliz拭 ion) の問殺を結合する経済的形態として と

をもっJものと定義している。社会イじ饗索とはJ政府及び議会による公共的

支配と労働者及ひ消費者の経営参加の問題」であり，合理化嬰議とは「独立

にftl!.ならない。「独立採算制は憂するに収支の独立と双支の対応ない

しバランスによって企梁の自主性役確保しそれにより社会化企業に合理化

要素を導入しようとする財務的管理方式であるといえるのである。このよう

な点に，独立採葉桜の本糞告と求めるときは 2 それはソ連の社会主義社会に際

有な問題ではなく，英米などの資本主義社会に3活ける社会化企業にも爵じ態

瑳の適用を吾々法見出すことができるふ

占部氏においては，独立採算制は社会主義企業にも資本主義下の公企業に

ふ適用され，その相渡はせいぜいの舟，経済計画性の饗素が社会主義におい

てはより大きいという，寝度の問題に解箔されてし変っているつしかし，

共企業体務成の際史を見れば， 20世記初頭から務次現われるが，それが展開

されるのは1920年代後半以後とりわけ第二次大戦以後であり，公共企業体の

形議が，独出資本主義の f国家独自資本主義jへの転化と瀦連していること
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がうかがわれる。

鱒単にそ曹の隆史を追ってみれば，まず， 1908年にロンドン港務烏 (Portof 

London Authority) が校蹴されたが，これはその後の公共食業体のそデル

となったもので，地方自治体から独立した法人体で，経嘗主体と

なもち財説的に独立していた。期事会構成は後の公共企業体とマ兵り，消費者

右中心としたお益告表?舗をとり現率数も28-.-30名と多がった。 1926年一一

中央電気昂 (CentralElectricity Board)，公共企桑体が全閥的規模の事業に

はじめて適用された傍で，驚力事業の全揺蔀組織化を目的としたが，

配電は1言、企業に残ざれ，発議会社から電力を独占的に買取り

る 卸売業者Jとして行動するものであった。 1927年一一英冨放送

(British Broad凶 器ting Corporation)o1933年一一口ンドン旅後連輸局

(London pass母ngerTransport Board)o H. Morrisonにより準備され，経

営者職能主義即'b独点資本代表による 明確化されたo1938年…一

英国海外航空会社 (BritishOverseas Airways Corporation)o第二次大戦後

については第二章第一室告を参認。

占段階において主色濃の社会イじが懇速に進むが，それにより，自由競争段

構の公企業が地方的規模のものをや心としたのに対して，関有国家独占の

条件が設定される。

一般的に，盟主主緊本の豆大化による有機的構成の 驚本移動の際

難による紫本の過剰，利潤率の機向的低下を捉進するが，特殊的にJ特定の

鰭主主渡部門にのみ演する震設業循環の縮条件から生ずるJような荷額率低下が

る。 R.Hilferdingが述べているように，不況埠において「流出およ

び生産鋭摂は，長衣料を供給する諸部同では，完製品生産の諸都聞におけるよ

りも菌難であり損失が大きい。それゆえ，前の方の部門では;flj務主容がより

くその平均以下に留まる。この費者建設また，加工産業における利潤率をその

のせること でもあるが， JJ室料生産では不況はより長く，

、のであるうっこの襲機は，石炭，鉄道などの表退部門の形成に導くが，

とりわけイギザスにおいては，植民地独占による腐将笠とともに，石炭資諜
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の分散性という自然的条件，賃金制度における特殊寄生的収奪機構という経

済的・社会的条件により，その衰退，腐朽が顕著に現われていることが注目

される。

第三次大戦後のイギリスにおける固有化の展開は，一般的には，生産の社

会化による「生産の社会的性格の承認」の強制及び不均等発展の激化による

衰退部門の形成を基盤とし特殊的には，イギリス資本主義の蓄積構造の腐

朽性即ち対外寄生的支配機構への依存を前提として;r全般的危機」とりわけ

第二次大戦後の植民地支配の弱体化による危機深化，副次的には労働運動の

昂揚による社会的・政治的危機を直接的契機として現実化したのである。

これを公共企業体論との関連で見れば;r合理化」と国家独占を基盤とする

差別価格の設定により→定程度の利潤を確保しうる条件が出来，国家財政か

らの独立=独立採算制を可能とする条件が設定されたこと，そしてその可能

性は，資本主義の危機深化，具体的には財政危機を契機として現実化し，1939

年以降の公共企業体の大規模な展開をもたらしたことが注目されねばならな

し、。

それは，占部氏のいうような，生産の社会化の進展による大規模な公企業

の成立を基礎に，自主化によって経営を合理化し，同時に民主化を遂行する

というような超歴史的な生産力の発展，それと結びついた経営形態の問題で、

はなく，資本主義の「自動調整作用」の喪失，国家の経済過程への全面的介

入=r計画化」と結びついた問題である。財政，金融政策による独占価格の

下支えが，財政危機とインプレーションとし寸矛盾を深化させた段階で，衰

退部門の「合理化Jによるコスト切下げ，それによる国際競争力の強化とい

う課題を担って公共企業体が展開されできたのであり，それは，r-国民経済合

理化」の戦略拠点として位置づけられてきたことが確認されねばならなし、。

その財政面における「合理化Jが独立採算制であり，管理機構における「合

理化」がモリソン主義=経営者職能主義であった。
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結び

結びにかえて，以上の分析を結論的に要約しておこう。

i 第 2次大戦後の固有化政策は， 1920年代， 30年代における独占資本の

「合理化」運動の一層の展開として位置づけられるが，石炭業と鉄鋼業にお

けるその内容の相違が戦後の固有化の経違を規定したので、あり，両大戦聞に

強固な独占支配体制を確立した鉄鋼業の国有化は総独占の抵抗を受け，実質

9カ月の活動をもって固有解除がなされた。

E その場合の基準は利潤率であり，基幹部門のうち[独占利潤率J=独

占資本の採算ベースをあげうる産業か，そうでない産業かによって，私的独

占一一政府「統制」と援助の形態をとるか，国有化の形態をとるかが決まる

が，前者の範囲に属する鉄鋼業が，短期間とはし、え国有化されたことについ

ては，主体的条件一一労働運動，社会主義運動の役割が無視されえないであ

ろう。

国 固有企業の経営管理形態としての公共企業体は，集中・集積ーでー全国

的規模の独占の形成を基礎に，財政危機を契機と Lて成立したのであり，1合

理化jと差別価格の強化により自己の蓄積を確保しつつ，低価格供給により

独占の資本蓄積を促進する課題を担っている。 1950年代以降，公共企業体に

おける「収支適合原則Jの再検討，1資本収益性原則」の導入，地域ごとの独

立採算制の強化が問題とされてきたが，これも，固有産業への国庫融資が国

家財政への重大な負担になってきたことを背景に，1開放体制」へ向けての「合

理化」一一国際競争力強化のための一翼として提起されてきているものであ

る。

W 固有化された産業が私的独占の蓄積を補強する系列は，鉄道一一石炭

一一電力，ガス一一〔鉄鋼一一機械，自動車，航空機〕であり，それにより

産業「合理化J，輸出拡大の役割を果たしてきた。




